
1 
 

 

2020年７月15日 

各 位 

会 社 名 株式会社ミツバ 

代表者名 代表取締役社長 北田 勝義 

 （コード：7280、東証第１部） 

問合せ先 経理部長 武井 良明 

 （TEL．0277－52－0113） 

 

 

第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少 

並びに剰余金の処分に関するお知らせ 

 

 

当社は、2020 年７月 15 日開催の取締役会（以下、「本取締役会」といいます。）において、次の①から④ま

での各事項について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

① ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合（以下、「割当予定先」

といいます。）との間で、引受契約書（以下、「本引受契約」といいます。）を締結し、割当予定先に

対して、第三者割当の方法により、総額 15,000,000,000 円のＡ種種類株式及び総額 5,000,000,000

円のＣ種種類株式を発行すること（以下、「本第三者割当増資」といいます。詳細については下記

「Ⅰ．本第三者割当増資について」をご参照ください。） 

② Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式の新設等に係る定款の一部変更を行うこと（以下、「本

定款変更」といいます。詳細については下記「Ⅱ．本定款変更について」をご参照ください。） 

③ Ａ種種類株式及びＣ種種類株式（以下、併せて「本種類株式」といいます。）の払込みを停止条件とし、

2021 年１月 21 日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少し（以下、「本資本金等の額

の減少」といいます。詳細については下記「Ⅲ．本資本金等の額の減少について」をご参照くださ

い。）、本資本金等の額の減少により増加したその他資本剰余金の一部で繰越利益剰余金の欠損を填補

すること（以下、「本剰余金の処分」といいます。詳細については下記「Ⅳ．本剰余金の処分につい

て」をご参照ください。） 

④ 2020 年８月 28 日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に、(ⅰ)本第三

者割当増資、(ⅱ) 本定款変更、(ⅲ) 本資本金等の額の減少、及び(ⅳ) 本種類株式の払込みを停止

条件とする、割当予定先の指名する者１名の当社社外取締役への選任（以下、「本取締役選任」とい

います。）に係る各議案を付議すること 

なお、本第三者割当増資は、本臨時株主総会において、本第三者割当増資及び本定款変更に係る各議案の承

認が得られることを条件としており、本資本金等の額の減少は、本第三者割当増資の効力が生じることを条件

としております。また、割当予定先による本種類株式に係る払込みは、本臨時株主総会において、本第三者割

当増資、本定款変更、本資本金等の額の減少及び本取締役選任に係る各議案の承認が得られること、割当予定

先が合理的に満足する内容の合意が当社と金融機関との間でなされていること、並びに国外の競争法に基づき

必要な手続が完了すること等を条件としております。 
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Ⅰ．本第三者割当増資について 

１．募集の概要 

（１）Ａ種種類株式 

① 払 込 期 間 本臨時株主総会の日の翌日である2020年８月29日から2021年１月20日 

（割当予定先との間では、本引受契約に規定する割当予定先の払込義務の

前提条件の全部が充足又は放棄されることを条件として、（ⅰ）2020年９

月30日又は（ⅱ）本臨時株主総会の日の翌日から2021年１月20日まで

の間で、当社及び割当予定先が合意する日に払込みを行うことを合意して

おります。この期間を払込期間とした主な理由は、国外の競争法に基づく

必要な手続が完了するまでに要する期間を正確に予想することが困難であ

るためですが、当社と割当予定先との間では、当該前提条件が2020年９

月30日までに充足されるよう合理的な最大限の努力を尽くすものとされ

ており、当社としては2020年 9月 30日までの払込みの完了を目指してお

ります。） 

② 発 行 新 株 式 数 Ａ種種類株式15,000株 

③ 発 行 価 額 １株につき1,000,000円 

④ 調 達 資 金 の 額 15,000,000,000円 

⑤ 募集 又は割当 方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法によりジャパン・インダストリアル・ソリューションズ

第弐号投資事業有限責任組合に全てのＡ種種類株式を割り当てます。 

⑥ そ の 他 詳細は別紙１「Ａ種種類株式発行要項」及び別紙２「Ｂ種種類株式の内

容」をご参照ください。 

Ａ種種類株式の配当率は年 6.0％に設定されており、累積・非参加型のも

のであります。また、Ａ種種類株主は普通株主及びＣ種種類株主に優先し

てＢ種種類株主と同順位で配当を受け取ることができます。 

Ａ種種類株式には議決権はありません。 

Ａ種種類株式には譲渡制限が付されておりませんが、本引受契約上、割当

予定先は、下記「２．募集の目的及び理由」の「（３）Ａ種種類株式、Ｂ

種種類株式及びＣ種種類株式の概要」の「⑤議決権及び譲渡制限」に記載

の本引受契約に定める譲渡制限解除事由が発生しない限り、2024 年６月

30 日までの間にＡ種種類株式を第三者に譲渡する場合には、当社の取締

役会による承認が必要とされております。 

Ａ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権、金銭及びＢ種種類

株式を対価とする取得請求権、並びに金銭を対価とする取得条項が付され

ております。 

全てのＡ種種類株式について、普通株式を対価とする取得請求権が行使さ

れた場合における最大の希薄化率は、Ａ種種類株式の累積未払配当金相当

額及び日割未払優先配当金額が存在しない状態で、約 86.0％となりま

す。 

当社と割当予定先は、本引受契約において、Ａ種種類株式の普通株式を対

価とする取得請求権、並びに金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求

権の行使条件について合意しており、下記「２．募集の目的及び理由」の

「（３）Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式の概要」の「②Ａ

種種類株式の取得請求権及び取得条項」に記載のとおり、本引受契約に定

める転換制限解除事由が発生しない限り、普通株式を対価とする取得請求

権の行使によって普通株式が交付され、又は金銭及びＢ種種類株式を対価

とする取得請求権の行使によってＢ種種類株式が交付されるのは、2024

年７月１日以降となります。 

割当予定先によるＡ種種類株式に係る払込みは、本臨時株主総会におい
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て、本第三者割当増資、本定款変更、本資本金等の額の減少及び本取締役

選任に係る各議案の承認が得られること、割当予定先が合理的に満足する

内容の合意が当社と金融機関との間でなされていること、並びに国外の競

争法に基づき必要な手続が完了すること等を条件としております。 

Ｂ種種類株式の配当率は年8.0％に設定されており、累積・非参加型のも

のであります。また、Ｂ種種類株主は普通株主及びＣ種種類株主に優先し

てＡ種種類株主と同順位で配当を受け取ることができます。 

Ｂ種種類株式には議決権はありません。 

Ｂ種種類株式には譲渡制限が付されておりません。Ｂ種種類株式には、普

通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得条項が付されて

おります。 

全てのＢ種種類株式について、普通株式を対価とする取得請求権が行使さ

れた場合における最大の希薄化率は、Ｂ種種類株式の累積未払配当金相当

額及び日割未払優先配当金額が存在しない状態で、約34.4％となりま

す。 

 

（２）Ｃ種種類株式 

① 払 込 期 間 本臨時株主総会の日の翌日である2020年８月29日から2021年１月20日 

（割当予定先との間では、本引受契約に規定する割当予定先の払込義務の

前提条件の全部が充足又は放棄されることを条件として、（ⅰ）2020年９

月30日又は（ⅱ）本臨時株主総会の日の翌日から2021年１月20日まで

の間で、当社及び割当予定先が合意する日に払込みを行うことを合意して

おります。この期間を払込期間とした主な理由は、国外の競争法に基づく

必要な手続が完了するまでに要する期間を正確に予想することが困難であ

るためですが、当社と割当予定先との間では、当該前提条件が2020年９

月30日までに充足されるよう合理的な最大限の努力を尽くすものとされ

ており、当社としては2020年 9月 30日までの払込みの完了を目指してお

ります。） 

② 発 行 新 株 式 数 Ｃ種種類株式5,000株 

③ 発 行 価 額 １株につき1,000,000円 

④ 調 達 資 金 の 額 5,000,000,000円 

⑤ 募集 又は割当 方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法によりジャパン・インダストリアル・ソリューションズ

第弐号投資事業有限責任組合に全てのＣ種種類株式を割り当てます。 

⑥ そ の 他 詳細は別紙３「Ｃ種種類株式発行要項」をご参照ください。 

Ｃ種種類株式には剰余金の配当がなされません。 

Ｃ種種類株式には議決権はありません。 

Ｃ種種類株式には譲渡制限が付されておりませんが、本引受契約上、割当

予定先は、下記「２．募集の目的及び理由」の「（３）Ａ種種類株式、Ｂ

種種類株式及びＣ種種類株式の概要」の「⑤議決権及び譲渡制限」に記載

の本引受契約に定める譲渡制限解除事由が発生しない限り、2024 年６月

30 日までの間にＣ種種類株式を第三者に譲渡する場合には、原則として

当社の取締役会による承認が必要とされております。 

Ｃ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とす

る取得条項が付されております。 

全てのＣ種種類株式について、普通株式を対価とする取得請求権が行使さ

れた場合における最大の希薄化率は、約28.7％となります。 

当社と割当予定先は、本引受契約において、Ｃ種種類株式の普通株式を対

価とする取得請求権の行使条件について合意しており、下記「２．募集の
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目的及び理由」の「（３）Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式

の概要」の「④Ｃ種種類株式の取得請求権及び取得条項」に記載のとお

り、本引受契約に定める転換制限解除事由が発生しない限り、普通株式を

対価とする取得請求権の行使によって普通株式が交付されるのは、2024

年７月１日以降となります。 

割当予定先によるＣ種種類株式に係る払込みは、本臨時株主総会におい

て、本第三者割当増資、本定款変更、本資本金等の額の減少及び本取締役

選任に係る各議案の承認が得られること、割当予定先が合理的に満足する

内容の合意が当社と金融機関との間でなされていること、並びに国外の競

争法に基づき必要な手続が完了すること等を条件としております。 

 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）募集に至る経緯及び目的 

当社は、四輪電装・二輪電装事業を中心にグローバルで事業を展開する企業グループです。四輪車・二

輪車市場における技術革新のスピードが一段と加速し、グローバルのマーケットのニーズがますます多

様化する環境下において、当社は中長期にわたり、強みとするモーター技術に制御技術及び機構技術を

相互に結び合わせたトップランナー商品を開発し、多様化するモビリティ市場において、顧客の安全・

安心ニーズに応え、グループの総合力を結集することにより、エコロジー社会に向けた商品・サービス

を重点ターゲットとして新規市場の開拓・創造にも取り組んでまいりました。 

そのような中、当社は、2013 年に『ミツバビジョン 2024』を策定し、収益基盤の拡大を目指してまい

りました。設備投資についても、グローバル供給体制を目指した国内外拠点の拡大、設備・金型・治具

の内製化による柔軟な顧客対応力の構築を企図した投資を継続して実施してまいりました。また、成長

著しいインド等をはじめとする新興国向けの事業も伸長した結果、売上高は 2014 年３月期の 2,725 億円

から2020年３月期は3,042億円まで成長いたしました。 

他方で、当社は、2012 年 11 月 22 日、自動車用スタータ及び自動車用ワイパシステムの製造販売に関

し、独占禁止法の違反行為があったとして、日本の公正取引委員会より排除措置命令書及び課徴金納付

命令書を受領いたしました。さらに、2013 年９月 26 日、米国司法省との間で、当社の反トラスト法及び

関連法規違反行為に係る罰金１億 35 百万ドルの支払いについて合意するに至りました。その後も、2017

年８月に米国における集団民事訴訟の原告団の一部と和解金 107 億 52 百万円の支払いで合意が成立する

など、カルテルに関連する資金流出が継続したため、財務体質が大幅に悪化いたしました。また、近年

は米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱問題に伴う不透明感の高まりから世界的に景気の減退感が強まり、当

社においても海外を中心に売上高の減少が想定を上回る状態で継続いたしました。さらに、2020 年３月

期の第４四半期以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により世界的な景気は一段と減速し、当社の事

業活動にも多大な影響を及ぼしております。このような中、当社は抜本的構造改革の実施を決定し、事

業構造改革に関連する費用（減損損失を含む）等を 2020 年３月期に特別損失として 124 億円計上いたし

ました。その結果、2020 年３月期は 138 億円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上することとなり、

連結自己資本比率は2014年３月期の21.9％から2020年３月期は9.2％まで低下いたしました。 

これら財務・業績悪化の要因は、①売上偏重（過去の成功体験に囚われて採算性よりも規模を追求、拡

販を目指した積極的な海外拠点拡大・設備投資）、②価格競争の激化（自動車部品メーカーのメガサプラ

イヤー化（注１）と価格競争の激化、付加価値の高い商品開発の遅れ）、③コスト競争力の低下（組織の

細分化・専門化が進む中で部門間の連携が不足、グローバル生産供給体制を推し進めた結果としての設

備投資の拡大による固定費の増大と品質対応費用の増加）、④設備投資の拡大（設備投資案件の管理体

制・意思決定プロセスの未整備、投資案件の見極め不足）等にあったと認識しております。 

（注１）メガサプライヤーとは、大手自動車メーカーに対してグローバルに部品を供給する、売上規模

が大きい企業の通称であり、近年ではメガサプライヤーが販売量を拡大しており、その結果と

して価格競争が激化しております。 
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かかる状況を打開し、再び安定した財務体質と業績回復基調を取り戻すため、当社は、抜本的構造改革

に向け、①事業構造改革の推進、②企業体質の強化、③次世代に向けた取り組みの３つを重点施策とし

た第 12 次中期経営計画（以下、「本計画」といいます。）を策定いたしました。具体的には、①事業構造

改革の推進に関しては、四輪事業においてグローバル生産供給体制の構造改革を推進し、今後は、成長

の見込める二輪事業への経営資源シフトを図ります。また、②企業体質の強化に関しては、フリー

キャッシュフロー改善（固定費圧縮）による財務体質の強化、開発型ものづくり企業としての継続的改

善及びガバナンス・経営管理能力の強化と生産プロセスの改革を推進いたします。さらに、③次世代に

向けた取り組みに関しては、新価値商品の創出、システム開発の強化と機電一体化による商品の高付加

価値化を推進し、また品質問題の未然防止・再発防止・早期収束のための組織体制を整備いたします。

これらの構造改革を断行することにより、安定的な収益基盤の構築を図ってまいります。なお、本計画

の詳細については、当社が本日別途公表しております「中期経営計画の策定に関するお知らせ」をご参

照ください。 

当社としては、足下の厳しい経営環境から脱却し、本計画の各重点施策を確実に実施するためには、外

部投資家から確実な資本性資金を提供いただき、必要な資金の確保と資本増強による早期の財務体質改

善を図るとともに、事業面での各種支援をいただくことにより、当社が抱える財務面及び事業面の課題

の早期かつ抜本的な解決を図ることが必要不可欠であるとの考えに至りました。このような考えのもと、

当社は、具体的に外部投資家との協議を進めるべく、当社にとってより有利な条件での資金調達の可能

性を求めて、2019 年８月以降、当社に対する資本性資金を提供していただける外部投資家の選定を検討

してまいりました。かかる検討の結果、2019 年 10 月に割当予定先から出資の可能性が示されたことを受

け、当社は、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を、また、ファイナンシャル・ア

ドバイザーとしてデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下、「デロイト 

トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー」といいます。）をそれぞれ起用した上で、2019 年 12 月から、

割当予定先によるデューディリジェンスを実施し、2020 年４月に割当予定先との間の具体的な提案内容

の協議に入りました。その後、割当予定先から、デューディリジェンスの結果等を踏まえた具体的な出

資提案を受けることとなり、当社として、割当予定先の種類株式による投資実績、投資家としての特性、

当該提案内容（種類株式発行の金額規模その他の経済条件）を検討したところ、現時点において当社が

採り得る最善の選択であるとの判断に至ったため、今般、割当予定先からの出資の受入を決定いたしま

した。割当予定先は、当社の事業目的及び経営方針にご理解をいただける投資家であるとともに、抜本

的構造改革を断行することにより、安定的な収益基盤の構築を通じた当社の成長可能性を評価しており

ます。また、割当予定先は、種類株式による投資実績及び過去の投資案件における投資先へのサポート

の実績があり、当社に対し、本計画の各重点施策の確実な実施に必要なアドバイスを提供し、当社の企

業価値を向上させるパートナーとして、最善であると判断いたしました。 

 

（２）本第三者割当増資を選択した理由 

当社は、財務体質の安定化を図る一方で、既存の株主の皆様への影響に配慮する観点から、これまで

様々な選択肢を検討してまいりましたが、当社が本日別途公表しております「2020 年３月期 決算短信

〔日本基準〕（連結）」に記載のとおり、2020 年３月期において、連結純資産は 444 億円、連結自己資本

比率は 9.2％となり、当社の純資産が大幅に減少している財務状況に鑑みると、財務体質の安定化を図る

ためには、金融機関等からの借入や社債発行による負債性の資金調達を実施するよりも、資本性の資金

調達を実施することにより自己資本の増強を図ることが必要かつ適切であると考えております。 

また、資金調達手法に関しては、現在の経済情勢、資本市場の状況、当社を取り巻く経営環境、当社の

財政状態及び経営成績、当社の株価の状況等を勘案すると、普通株式の公募増資や第三者割当増資の実

施は、普通株式の希薄化を直ちにもたらすことにもなり、株主の皆様に対する不利益を生じさせかねな

いことから適切でないと判断いたしました。さらに、既存株主に対して、新株予約権を割り当てる新株

予約権無償割当（ライツオファリング）又は株式を割り当てる株主割当の実施は、株価動向等を踏まえ

た割当株主の判断により、新株予約権が全て行使されるとは限らず、また、株主の皆様に株主割当に応

じていただけるとも限らないため、最終的な資金調達額が不明であり、当社にとっては、現時点におけ



6 
 

る選択としては適切でないと判断いたしました。 

これに対して、種類株式を用いた第三者割当増資は、必要金額の調達を確実に行うことができ、また、

その商品設計によっては資本性の資金調達を行いつつ、急激な希薄化や株主構成の変化を回避すること

も可能であり、さらに、適切な外部投資家が選定でき、当社にとって最も有効な選択肢となり得ると判

断いたしました。そこで、上記「（１）募集に至る経緯及び目的」に記載のとおり、外部投資家の選定を

検討した結果、割当予定先から、本第三者割当増資の提案を受けるに至りました。当社は、当社が必要

とする資金を普通株式による第三者割当増資にて実施した場合に想定される即時の急激かつ大規模な希

薄化及び株主構成の変化が、当社の安定した事業運営や株価に与え得る影響に鑑み、急激な希薄化を抑

制し、発行後直ちに株主構成に影響を及ぼすことがない本種類株式を、割当予定先に対する第三者割当

の方法で発行することといたしました。本第三者割当の実施により、早期に財務体質を改善し、当社が

抱える財務面及び事業面の課題の早期かつ抜本的な解決を図ることが、現時点において当社が採り得る

最善の選択であると判断いたしました。 

 

当社は、本第三者割当増資により 200 億円の資金調達を行うことを企図しておりますが、そのうち 150

億円分をＡ種種類株式にて調達するほか、50 億円分を、剰余金の配当がなされず、かつ、当初より希薄

化率を約 28.7％に固定することができるＣ種種類株式にて調達いたします。当社は、本第三者割当増資

により調達する 200 億円全額を金銭償還する方針ではありますが、かかる償還までの優先配当の支払い

に伴う資金負担を可能な限り抑制する、また、一部の償還ができない場合に備えて希薄化の懸念を可能

な限り抑制するとの考えに基づくものです。 

また、Ｂ種種類株式は、Ａ種種類株式に付された、金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権の行

使により発行されます。この設計は、Ａ種種類株式の払込金額相当額に累積未払配当金相当額及び日割

未払優先配当金額の合計額を加えた額を現金で償還し、加えて、最大でＡ種種類株式の払込金額相当額

である 150 億円の 40.0％相当額を、償還プレミアムとしてＢ種種類株式により償還するものですが、か

かる設計を採用することにより、償還プレミアム部分を含む全額を金銭で償還する、金銭のみを対価と

する取得条項を行使した場合に比して当社の資金負担を抑制することが可能となるとともに、Ａ種種類

株式の全てについて普通株式対価の取得請求権が行使された場合に比して希薄化を抑制することが可能

となります。 

 

なお、上記のとおり、割当予定先は転換制限解除事由が発生しない限り、2024 年６月末までは、本種

類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権を行使することができません。そのため、当社は、

2024 年３月期を最終年度とする本中計の実行による企業価値向上のための時間的猶予を確保することが

可能となります。また、当社は、本中計の実行による内部留保の積み上げを行い、金銭を対価とする取

得条項を用いて本種類株式を取得することにより、普通株式等を対価とする取得請求権による希薄化が

顕在化することを可能な限り回避することを目指しております。 

 

（３）Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式の概要 

① 優先配当 

Ａ種種類株式の配当率は年 6.0％に設定されており、ある事業年度において、Ａ種種類株主への優先配

当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降の事業年度に累積します。Ａ種種類株主は、原則と

して、当該優先配当の額を超えて剰余金の配当を受け取ることはできません。 

Ｂ種種類株式の配当率は年 8.0％に設定されており、ある事業年度において、Ｂ種種類株主への優先配

当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降の事業年度に累積します。Ｂ種種類株主は、原則と

して、当該優先配当の額を超えて剰余金の配当を受け取ることはできません。 

Ｃ種種類株式には剰余金の配当がなされません。 

 

② Ａ種種類株式の取得請求権及び取得条項 

Ａ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権、金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権、
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並びに金銭を対価とする取得条項が付されております。 

Ａ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。Ａ種種類株式発行要項にお

いて、割当予定先は、原則として、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、当社の普通株

式を対価としてＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、本

引受契約の規定により、2024 年７月１日以降においてのみ、普通株式を対価とする取得請求権を行使す

ることができるものとされております。ただし、大要以下に記載する場合（以下、「転換制限解除事由」

といいます。）には、2024 年７月１日の到来前であっても、当社の普通株式を対価とする取得請求権を行

使することができます。 

（ⅰ） 本引受契約において記載される一定の借入契約等に規定されている財務制限条項に当社が違反

し、又は重大な債務不履行事由等に該当することにより、①当社が当該借入契約等に基づき負

う債務の期限の利益を喪失した場合、又は②貸付人の請求があれば期限の利益を喪失すること

となる事象が生じ、かつ当該事象が生じた日から 20 取引日以内に当該事象が解消されない場

合 

（ⅱ） 本引受契約上の義務又は表明保証条項の違反（ただし、重大な違反に限る。）がある場合 

（ⅲ） 当社が金融商品取引法に基づく有価証券報告書又は四半期報告書の提出を法定期限（法令等に

基づき期限が延長された場合には、当該延長後の期限）までにしない場合 

（ⅳ） 当社の分配可能額が、一定の額を下回る場合 

（ⅴ） 2022 年３月期以降の事業年度において、２期連続して割当予定先に対する優先配当金の支払い

が行われなかった場合 

（ⅵ） 2022 年３月期以降のいずれかの事業年度において、当社の連結営業利益が本計画で定める連結

営業利益を一定程度下回った場合、又は下回ることが確実となった場合 

Ａ種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数

は、取得請求権を行使したＡ種種類株式の払込金額相当額に、Ａ種種類株式の累積未払配当金相当額及

び日割未払優先配当金額の合計額を加えた額を、取得価額で除して得られる数となります。この場合の

取得価額は、（ⅰ）390.3 円と、（ⅱ）2020 年７月 15 日に先立つ連続する 20 取引日及び 2020 年７月 15

日の翌日以降連続する 20 取引日（2020 年７月 15 日は含みません。）の株式会社東京証券取引所（以下、

「東京証券取引所」といいます。）が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値

（以下、「ＶＷＡＰ平均」といいます。）の 90％に相当する額（円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入いたします。以下同じです。）のうち、高い価額となります。 

 

Ａ種種類株式には、金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権が付されております。Ａ種種類株式

発行要項において、割当予定先は、原則として、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、

金銭及びＢ種種類株式を対価としてＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求できることとさ

れておりますが、本引受契約の規定により、2024 年７月１日以降においてのみ、金銭及びＢ種種類株式

を対価とする取得請求権を行使することができるものとされております。ただし、転換制限解除事由に

該当する場合には、2024 年７月１日の到来前であっても、金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求

権を行使することができます。 

Ａ種種類株式に付された金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される

金銭の額は、取得請求権を行使したＡ種種類株式の払込金額相当額に、当該Ａ種種類株式の累積未払配

当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を加えた額であり、交付されるＢ種種類株式の数は、取

得請求権を行使する日に応じて、取得請求権を行使したＡ種種類株式の数に次の係数を乗じて得られる

数から、取得請求権を行使したＡ種種類株式の数を減じた数となります。 

 係数 

 発行日の翌日から2021年６月30日まで  1.07 

 2021年７月１日から2022年６月30日まで  1.12 

 2022年７月１日から2023年６月30日まで  1.18 

 2023年７月１日から2024年６月30日まで  1.24 
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2024年７月１日から2025年６月30日まで  1.31 

 2025年７月１日以降    1.40 

 

Ａ種種類株式には、金銭を対価とする取得条項が付されております。Ａ種種類株式に付された金銭を対

価とする取得条項は、発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下、「Ａ種金銭対価償還

日」といいます。）が到来することをもって、Ａ種種類株主に対してＡ種金銭対価償還日の 20 取引日前

までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価

として、Ａ種種類株式の全部又は一部を取得することが可能です。 

Ａ種種類株式に付された金銭を対価とする取得条項を行使する場合に交付される金銭の額は、取得条項

を行使したＡ種種類株式の払込金額相当額にＡ種金銭対価償還日の時期に応じて決定される次の係数を

乗じて得られる額に、当該Ａ種種類株式の累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を

加えた額となります。 

係数 

 発行日の翌日から2021年６月30日まで  1.07 

 2021年７月１日から2022年６月30日まで  1.12 

 2022年７月１日から2023年６月30日まで  1.18 

 2023年７月１日から2024年６月30日まで  1.24 

2024年７月１日から2025年６月30日まで  1.31 

 2025年７月１日以降    1.40 

 

③ Ｂ種種類株式の取得請求権及び取得条項 

Ｂ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得条項が付されておりま

す。 

Ｂ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。Ｂ種種類株主は、原則とし

て、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、当社の普通株式を対価としてＢ種種類株式の

全部又は一部を取得することを請求できることとされております。 

Ｂ種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数

は、取得請求権を行使したＢ種種類株式の払込金額相当額に、当該Ｂ種種類株式の累積未払配当金相当

額及び日割未払優先配当金額の合計額を加えた額を、取得価額で除して得られる数となります。この場

合の取得価額は、（ⅰ）390.3 円と、（ⅱ） 2020 年７月 15 日（本引受契約の締結日）に先立つ連続する

20 取引日及び 2020 年７月 15 日の翌日以降連続する 20 取引日（2020 年７月 15 日は含みません。）のＶ

ＷＡＰ平均の90％に相当する額のうち、高い価額となります。 

 

Ｂ種種類株式には、金銭を対価とする取得条項が付されております。Ｂ種種類株式に付された金銭を対

価とする取得条項は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、発行済のＡ種種類株式（ただし、当社が保

有するものは除きます。）が存在しない場合に限り、当社の取締役会が別に定める日（以下、「Ｂ種金銭

対価償還日」といいます。）が到来することをもって、Ｂ種種類株主に対してＢ種金銭対価償還日の 20

取引日前までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金

銭を対価として、Ｂ種種類株式の全部を取得することができます。 

Ｂ種種類株式に付された金銭を対価とする取得条項を行使する場合に交付される金銭の額は、取得条項

を行使したＢ種種類株式の払込金額相当額に 1.05 を乗じて得られる額に、当該Ｂ種種類株式の累積未払

配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を加えた額となります。 

 

④ Ｃ種種類株式の取得請求権及び取得条項 

Ｃ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得条項が付されておりま

す。 

Ｃ種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。Ｃ種種類株式発行要項にお
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いて、割当予定先は、原則として、Ｃ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、当社の普通株

式を対価としてＣ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、本

引受契約の規定により、2024 年７月１日以降においてのみ、普通株式を対価とする取得請求権を行使す

ることができるものとされております。ただし、転換制限解除事由に該当する場合には、2024 年７月１

日の到来前であっても、当社の普通株式を対価とする取得請求権を行使することができます。 

Ｃ種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数

は、取得請求権を行使したＣ種種類株式の払込金額相当額を、取得価額である 390.3 円で除して得られ

る数となります。 

 

Ｃ種種類株式には、金銭を対価とする取得条項が付されております。Ｃ種種類株式に付された金銭を対

価とする取得条項は、発行日以降いつでも、発行済のＡ種種類株式及びＢ種種類株式（ただし、当社が

保有するものは除きます。）が存在しない場合に限り、当社の取締役会が別に定める日（以下、「Ｃ種金

銭対価償還日」といいます。）が到来することをもって、Ｃ種種類株主に対してＣ種金銭対価償還日の 20

取引日前までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金

銭を対価として、Ｃ種種類株式の全部を取得することができます。 

Ｃ種種類株式に付された金銭を対価とする取得条項を行使する場合に交付される金銭の額は、取得条項

を行使したＣ種種類株式の払込金額相当額にＣ種金銭対価償還日の時期に応じて決定される次の係数を

乗じて得られる額となります。 

係数 

 発行日の翌日から2021年６月30日まで  1.13 

 2021年７月１日から2022年６月30日まで  1.25 

 2022年７月１日から2023年６月30日まで  1.37 

 2023年７月１日から2024年６月30日まで  1.51 

 2024年７月１日から2025年６月30日まで  1.66又はパリティ係数のうち、いずれ 

か大きい数値 

2025年７月１日以降    1.80 

 

（注）「パリティ係数」とは、以下の算式により算出したものをいいます。ただし、1.80 を超えない

ものとします。 

算式 

１＋{（金銭対価償還に係る通知の日の前取引日における当社の普通株式の終値÷390.3円）－１} 

 

⑤ 議決権及び譲渡制限 

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式は、会社法上の無議決権株式であり、Ａ種種類株主、Ｂ

種種類株主及びＣ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有し

ないこととされております。 

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式の発行要項等においては、譲渡制限が付されておりませ

んが、本引受契約上、割当予定先は、2024 年６月 30 日までの間に本種類株式を第三者に譲渡する場合に

は、当社の取締役会による承認が必要とされております。ただし、大要以下に記載する場合（以下、「譲

渡制限解除事由」といいます。）には、2024 年７月１日の到来前であっても、当社の取締役会による承認

を経ずに本種類株式を第三者に譲渡することができます。 

（ⅰ） 本引受契約において記載される一定の借入契約等に規定されている財務制限条項に当社が違反

し、又は重大な債務不履行事由等に該当することにより、①当社が当該借入契約等に基づき負

う債務の期限の利益を喪失した場合、又は②貸付人の請求があれば期限の利益を喪失すること

となる事象が生じ、かつ当該事象が生じた日から 20 取引日以内に当該事象が解消されない場

合 

（ⅱ） 本引受契約上の義務又は表明保証条項の違反（ただし、重大な違反に限る。）がある場合 
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（ⅲ） 当社が金融商品取引法に基づく有価証券報告書又は四半期報告書の提出を法定期限（法令等に

基づき期限が延長された場合には、当該延長後の期限）までにしない場合 

（ⅳ） 当社の分配可能額が、一定の額を下回る場合 

（ⅴ） 2022 年３月期以降の事業年度において、２期連続して割当予定先に対する優先配当金の支払い

が行われなかった場合 

（ⅵ） 2022 年３月期以降のいずれかの事業年度において、当社の連結営業利益が本計画で定める連結

営業利益を一定程度下回った場合、又は下回ることが確実となった場合 

 

その他、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式の詳細につきましては、別紙１「Ａ種種類株式発行

要項」、別紙２「Ｂ種種類株式の内容」及び別紙３「Ｃ種種類株式発行要項」をご参照ください。 

 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 20,000,000,000円  

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 140,000,000円  

③ 差 引 手 取 概 算 額 19,860,000,000円  

（注１）「発行諸費用の概算額」には消費税は含まれておりません。 

（注２）「発行諸費用の概算額」の主な内訳は、登記関連費用、ファイナンシャル・アドバイザリー・フィー及びリーガ

ル・アドバイザリー・フィーです。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 具体的な使途 金 額 支出予定時期 

① 

二輪新製品の立ち上げに係る機械設備の新規導

入、二輪新規顧客向け製品の立ち上げに係る機械

設備の新規導入、二輪既存顧客向け拡販のための

維持更新・増強投資等 

5,400 百万円 2021年８月～2023年１月 

② 

四輪新規顧客向け製品の立ち上げに係る機械設備

の新規導入、四輪成長製品の生産性向上を目的と

した生産設備の新設や金型投資及び維持更新投資

等 

13,800百万円 2020年 11月～2024年１月 

③ 工場における情報システム投資等 660百万円 2021年１月～2023年３月 

（注）調達資金を実際に支出するまでは、専用口座にて管理いたします。 

 

当社は、事業の成長分野において競争力のある生産体制を構築するため、本第三者割当増資の手取金を、以

下のとおり充当する予定です。これらの設備投資を通じて、二輪・四輪における新規顧客向けの事業拡大や、

二輪における新製品開発等を実行し、さらに生産体制の効率化を実現することによって、安定的な収益基盤の

構築を図ってまいります。 

① 二輪新製品の立ち上げに係る機械設備の新規導入、二輪新規顧客向け製品の立ち上げに係る機械設備の

新規導入、二輪既存顧客向け拡販のための維持更新・増強投資等 

（ⅰ）二輪ＥＶ製品（注１）の新規立ち上げに向けた機械設備の新規導入のための資金 

（ⅱ）アジアにおける新規・既存顧客向けの二輪車用電装部品、燃料系製品の拡販のための機械設備の

維持更新・増強投資のための資金 

（注１）ＥＶとは、Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅの略称であり、一般的には電気自動車のことを意味します

が、二輪においては主に「電動バイク」を意味します。 

 

② 四輪新規顧客向け製品の立ち上げに係る機械設備の新規導入、四輪成長製品の生産性向上を目的とした
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生産設備の新設や金型投資及び維持更新投資等 

（ⅰ）各エリアで機電一体電装部品の立上げと小型モーターの生産性向上を目的とした生産設備の新設

や金型投資、生産維持継続に向けた設備金型更新の資金等 

 

③ 工場における情報システム投資等 

（ⅰ）ＡＩ装置（注２）及びＩｏＴライン（注３）等の構築のための資金 

（ⅱ）情報システム投資のための資金 

（注２）ＡＩとは、Ａｒｔiｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｉｇｅｎｃｅの略称であり、人口知能のことを指

します。生産ラインにＡＩを活用することで、より効率的な生産体制の実現を目指します。 

（注３）ＩｏＴとは、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓの略称であり、工場における各機械等をイン

ターネットで結ぶことにより、生産状況等を把握し、より効率的な生産体制を構築することが

可能となります。 

 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

本第三者割当増資により調達する資金については、将来の成長のための設備投資資金として充当し（内訳に

ついては上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」の「（２）調達する資金の具体的な使途」を

ご参照ください。）、安定的な収益基盤の構築を図ってまいります。また、同時に自己資本を増強し財務体質を

強化することで、資金調達の柔軟性の維持・向上、金融機関との安定的な取引の継続、金融コスト削減に向け

た体制づくり、手元資金の拡充を図り、当社事業の安定的かつ長期的な成長を実現してまいります。 

これにより、本第三者割当増資の実行は当社の企業価値向上に寄与するものと考えており、上記資金使途は

当社にとって合理性があるものと判断しております。 

 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、2020 年４月以降、当社の置かれ

た足下の厳しい経営環境及び財務状況、多額の資本性の資金需要、当社の足下の株価状況等を踏まえつ

つ、割当予定先との間で本第三者割当増資に係る出資の方法及び内容に関する交渉を重ねてまいりまし

た。とりわけ、普通株式を対価とする取得請求権が付されているという本種類株式の商品性を踏まえ、

既存株主への影響を軽減すべく、取得請求権の行使可能期間及び転換制限解除事由の具体的な内容を含

む本引受契約に関する真摯な交渉を重ねました。その結果、当社として合理的と判断する内容で割当予

定先との合意に至り、本種類株式については払込金額を１株当たり 1,000,000 円と決定いたしました。

当社としては、上記の交渉経緯及び当社の置かれた足下の厳しい状況等に加えて、本種類株式の設計上、

割当予定先も本第三者割当増資を通じて相応のリスクを負担すること等を総合的に勘案すれば、かかる

払込金額には合理性が認められると考えております。 

もっとも、種類株式の価値評価に関しては様々な考え方があり得ることから、当社は、本種類株式の発

行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社から独立した第三者評価機関であるデロイト トー

マツ ファイナンシャルアドバイザリーに対して本種類株式の価値算定を依頼し、本種類株式の算定報告

書（以下、「本算定報告書」といいます。）を取得しております。デロイト トーマツ ファイナンシャル

アドバイザリーは、一定の前提（本種類株式の配当率、取得請求権、取得条項、当社普通株式の株価及

び株価変動率等）のもと、一般的な価値算定モデルである二項ツリー・モデルを用いて本種類株式の価

値算定を実施しております。本算定報告書においては、Ａ種種類株式の１株当たりの価格は 1,071 千円

～1,379千円、Ｃ種種類株式の1株当たりの価格は935千円～1,169千円とされております。 

なお、本種類株式の価値算定結果の詳細は、下記のとおりであります。 

 

① 本種類株式の価値算定結果 
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Ａ種種類株式 １株当たり1,071千円～1,379千円 

Ｃ種種類株式 １株当たり935千円～1,169千円 

 

② 採用数値の概要 

株価 381円（2020年７月14日の東京証券取引所における当社普通株式の終値） 

配当利回り 0.0％（当社普通株式の直近の配当実績に基づき算出） 

株価変動率 50.0％（直近の株価情報を日次観察して算出） 

無リスク利子率 －0.1％（日本国債の長期利回りを採用） 

 

上記のとおり、当社としては、本種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、デ

ロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーによる本算定報告書における上記評価結果を踏まえ

れば、会社法上、Ａ種種類株式の払込金額（１株当たり 1,000,000 円）が割当予定先に特に有利な金額

であると判断せざるを得ず、本臨時株主総会での会社法第 199 条第２項に基づく有利発行に係る特別決

議による承認を得ることを条件として、Ａ種種類株式を発行することといたしました。 

また、Ｃ種種類株式については、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーによる本算定報

告書における上記評価結果や、Ｃ種種類株式の発行条件は当社の置かれた経営環境及び財務状況を考慮

した上で、割当予定先との協議・交渉を通じて決定されていること等を総合的に勘案し、Ｃ種種類株式

の発行は有利発行には該当しないと判断いたしました。しかしながら、Ｃ種種類株式には客観的な市場

価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な考え方があ

り得ることから、会社法上、Ｃ種種類株式の払込金額（１株当たり 1,000,000 円）が割当予定先に特に

有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本臨時株主総会での会社法

第 199 条第２項に基づく有利発行に係る特別決議による承認を得ることを条件として、Ｃ種種類株式を

発行することといたしました。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

当社は、Ａ種種類株式を 15,000 株、Ｃ種種類株式を 5,000 株発行することにより、総額

20,000,000,000 円を調達いたしますが、上述した本種類株式の発行の目的及び資金使途に照らしますと、

本種類株式の発行数量も合理的であると判断しております。 

また、本種類株式については、株主総会における議決権はありませんが、本種類株式の普通株式を対価

とする取得請求権、又はＡ種種類株式の金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権の行使により交

付されるＢ種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使により、既存株主の皆様に対し希薄化

の影響が生じる可能性があります。Ａ種種類株式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が行

使されたと仮定すると、Ａ種種類株式の累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額がいずれも存

在しない状態で、最大で議決権数 384,319 個の普通株式が交付されることとなり、2020 年３月末現在の

株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数である 447,068 個に対する割合は約 86.0％と

なります。なお、Ａ種種類株式の全部について、Ａ種種類株式に付された金銭及びＢ種種類株式を対価

とする取得請求権が行使された場合において、これによって発行されたＢ種種類株式の全部につき、Ｂ

種種類株式に付された普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合には、Ｂ種種類株式の累積未

払配当金相当額及び日割未払優先配当金額がいずれも存在しない状態で、最大で議決権数 153,727 個の

普通株式が交付され、2020 年３月末現在の株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数で

ある 447,068 個に対する割合は約 34.4％となるため、Ａ種種類株式の全部について普通株式を対価とす

る取得請求権が行使された場合に生じる最大の希薄化よりも小さいものとなります。また、Ｃ種種類株

式の全部について普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定すると、最大で議決権数 128,106

個の普通株式が交付されることとなり、2020 年３月末現在の株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に

係る議決権総数である 447,068 個に対する割合は約 28.7％となります。なお、本種類株式の最大希薄化

率の合計は約 114.6％となります（Ａ種種類株式の最大希薄化率は約 86.0％、Ｃ種種類株式の最大希薄

化率は約28.7％）。 
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このように、本種類株式又はＢ種種類株式の取得請求権の行使により当社の普通株式が交付された場合

には、当社の普通株式の希薄化が生じることとなりますが、①本第三者割当増資による自己資本の増強

が財務体質の安定化に資すること、②本引受契約において、Ａ種種類株式については、転換制限解除事

由が発生しない限り、2024 年６月 30 日までは割当予定先は普通株式又は金銭及びＢ種種類株式を対価と

する取得請求権を行使しない旨の合意がなされており、また、Ｃ種種類株式についても、転換制限解除

事由が発生しない限り、2024 年６月 30 日までは割当予定先は普通株式を対価とする取得請求権を行使し

ない旨の合意がなされており、普通株式の早期の希薄化を回避し、抜本的構造改革の実行による企業価

値向上のための時間的猶予が確保されていること、③Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に

ついては、取得価額が固定されている（ただし、一定の場合には取得価額が調整されます。）こと、④Ａ

種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式には発行日以降いつでも行使可能な金銭を対価とする取得

条項が付されており、当社の判断により、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式を強制償還す

ることで、普通株式を対価とする取得請求権の行使による希薄化の発生を一定程度抑制することが可能

な設計がなされていること（特に、Ａ種種類株式については、全部の取得だけでなく一部の取得も可能

な設計となっております。）等により、希薄化によって既存株主の皆様に生じ得る影響をより少なくする

ための方策を講じております。このような観点から、当社としては、本種類株式の発行により生じ得る

希薄化の規模も合理性があると判断しております。 

 

上記のとおり、割当予定先は、本種類株式について、転換制限解除事由が発生しない限り、2024 年６

月 30 日までは、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができません。そのため、当社は、普

通株式の早期の希薄化を回避し、本計画の実行による企業価値向上のための時間的猶予を確保すること

ができます。当社は、本計画の実行による内部留保資金の積み上げを行い、金銭を対価とする取得条項

を用いて本種類株式を取得することにより、普通株式を対価とする取得請求権による希薄化が顕在化す

ることを可能な限り回避することを目指しております。 

 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

① 名 称 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任

組合 

② 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号 

③ 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 

④ 組 成 目 的 有価証券の取得等 

⑤ 組 成 日 2016年 10月 27日 

⑥ 出 資 の 総 額 1,050 億円 

⑦ 出 資 者 の 概 要 株式会社日本政策投資銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 

⑧ 業務執行組合員の概要 

（無限責任組合員） 

（General Partner） 

名 称 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会

社 

所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号 

代 表 者 の 

役 職 ・ 氏 名 

代表取締役 廣本 裕一 

事 業 内 容 投資業務等 

資 本 金 100,000,000円 

⑨ 当 社 と 当 該 

ファンド及び業務執行

当 社 と 

当該ファンド 

資本関係、取引関係及び人的関係はありません。 
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組合員との間の関係 との間の関係 

当社と業務執

行組合員との

間 の 関 係 

資本関係、取引関係及び人的関係はありません。 

（注１）出資者の概要は、主な出資者を記載しております。出資者の出資比率については、割当予定先から開示を受けて

いないため、記載しておりません。 

（注２）なお、本引受契約において、割当予定先から、割当予定先及びその無限責任組合員が反社会的勢力との間に何ら

関係がないことに関する表明保証を受けております。また、割当予定先の主な出資者のそれぞれの有価証券報告

書に記載されている会社の沿革、役員、主要株主及び内部統制システムの整備状況等の確認や、割当予定先の業

務執行組合員の代表者に対する面談を通じ、当社は割当予定先及びその出資者が反社会的勢力とは一切関係がな

いと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

上記「２．募集の目的及び理由」の「（１）募集に至る経緯及び目的」に記載のとおり、割当予定先は、

当社の事業目的及び経営方針にご理解をいただける投資家であるとともに、当社の成長可能性を評価し

ております。また、割当予定先は、種類株式による投資実績及び過去の投資案件における投資先へのサ

ポートの実績があり、当社に対し、本計画の各重点施策の確実な実施に必要なアドバイスを提供し、当

社の企業価値を向上させるパートナーとして、最善であると判断いたしました。 

なお、当社と割当予定先との間では、当社に対する出資に関する事項について、以下の内容を含む契約

を締結しております。 

 

① 当社の遵守事項 

当社は、①当社が本計画が実現されるよう合理的な最大限の努力を尽くすこと、②取締役の選任が議

題となる当社の各株主総会において、割当予定先の指名する者１名を当社の非常勤の社外取締役として

選任する議案を上程し、かかる議案が承認されるよう合理的な最大限の努力を尽くすこと、③本計画の

進捗状況等に関するモニタリング会議を設置・開催し、当該会議の結果の要旨を当社の取締役会に対し

て報告すること、④定款等の変更、株式等の発行、自己株式の取得、剰余金の配当、一定の重要な資産

の取得又は処分、一定の組織再編行為、新規の借入等、倒産処理手続の申立等、本計画の変更、その他

株主総会の決議を要する行為等を行う場合に、割当予定先の事前の承諾を得ること（ただし、割当予定

先はかかる承諾を不合理に拒絶又は留保してはならないものとされています。）、⑤割当予定先に対して、

法令遵守状況等の一定の報告を行うこと、⑥割当予定先に対するＡ種種類株式及びＢ種種類株式に係る

剰余金の配当を実現するため、分配可能額を創出するべく、割当予定先と協議の上、必要な措置をとる

よう合理的な最大限の努力をすること、⑦割当予定先による本計画の遂行及び管理の支援等を目的とし

て、割当予定先が指名する者の出向を受け入れ、割当予定先が推薦する外部の専門家を起用すること等

を、割当予定先に誓約しております。 

 

② 取得請求権の行使制限 

割当予定先は、払込日以降2024年６月 30日までの間、転換制限解除事由が発生しない限り、Ａ種種

類株式について普通株式又は金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権を行使することはできず、

また、Ｃ種種類株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することはできません。 

 

③ 譲渡制限 

本種類株式には譲渡制限が付されておりませんが、本引受契約上、割当予定先は、2024 年６月 30 日

までの間に本種類株式を第三者に譲渡する場合には、譲渡制限解除事由が発生しない限り、当社の取締

役会による承認が必要とされております。 

 

④ 払込義務の前提条件 
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本臨時株主総会において、本第三者割当増資、本定款変更、本資本金等の額の減少及び本取締役選任

に係る各議案の承認が得られること、割当予定先が合理的に満足する内容の合意が当社と金融機関との

間でなされていること、並びに国外の競争法に基づき必要な手続が完了すること等が、割当予定先によ

る本種類株式に係る払込義務の履行の前提条件となっております。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先から、原則として、本種類株式を中期的に保有する方針である旨の説明を受けてお

ります。 

なお、本引受契約上、割当予定先は、払込日以降2024年６月30日までの間、転換制限解除事由が発生

しない限り、Ａ種種類株式について普通株式又は金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権を行使

することはできず、また、Ｃ種種類株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することはで

きません。 

また、本種類株式には譲渡制限が付されておりませんが、本引受契約上、割当予定先は、払込日以降

2024 年６月 30 日までの間に本種類株式を第三者に譲渡する場合には、譲渡制限解除事由が発生しない限

り、当社の取締役会による承認が必要とされております。 

また、当社は割当予定先が払込日から２年間において、割当株式である本種類株式の全部又は一部を譲

渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡

の方法等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告す

ること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、割当予定先から払込日

までに確約書を得る予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先からは、割当予定先の出資者に対して資金の拠出を行うことを依頼することにより、払込日

までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、さらに割当予定先に対する主な出

資者の財務諸表を確認するなどし、払込日までに割当予定株式を引き受けるのに十分な資金を確保でき

るものと判断しております。 

 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

（１）普通株式 

募集前（2020年３月31日現在） 募 集 後 

株式会社横浜銀行 

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株

式会社) 

4.91％ 同左 

ミツバ取引先企業持株会 4.36％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信

託口) 

3.94％ 

日産自動車株式会社退職給付信託口座 信託

受託者 みずほ信託銀行株式会社 再信託受

託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 

3.89％ 

本田技研工業株式会社 3.71％ 

有限会社サンフィールド・インダストリー 3.46％ 

セコム損害保険株式会社 3.00％ 

第一生命保険株式会社 

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株

式会社) 

2.90％ 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 2.32％ 
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(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀

行株式会社) 

株式会社足利銀行 2.25％ 

（注１）上表における持株比率は、2020年３月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。 

（注２）本種類株式による潜在株式数につきましては、現時点において合理的に見積もることが困難なことから、本種類

株式募集後の普通株式の大株主及び持株比率の算出にあたっては計算に含めておらず、募集後の大株主及び持株

比率については表示しておりません。 

 

（２）Ａ種種類株式 

募集前（2020年３月31日現在） 募 集 後 

該当なし ジャパン・インダストリアル・ソリュー

ションズ第弐号投資事業有限責任組合 

100.00％ 

 

（３）Ｃ種種類株式 

募集前（2020年３月31日現在） 募 集 後 

該当なし ジャパン・インダストリアル・ソリュー

ションズ第弐号投資事業有限責任組合 

100.00％ 

 

 

８．今後の見通し 

本第三者割当増資によって調達する資金は、当社の設備投資資金に充当する予定ですが、当社の業績に与え

る具体的な影響については精査中です。今後、業績への具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開

示いたします。 

 

 

９．企業行動規範上の手続に関する事項 

本第三者割当増資は、希薄化率が 25％以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第

432条に定める株主の意思確認手続として、本臨時株主総会において特別決議による承認を得る予定です。 

 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 

連 結 売 上 高 387,186百万円 333,278百万円 304,224百万円 

連 結 営 業 利 益 19,103百万円 10,956百万円 8,531 百万円 

連 結 経 常 利 益 20,055百万円 10,711百万円 6,893 百万円 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
△6,528百万円 △7,021百万円 △13,804百万円 

１株当たり連結当期純利益 △145.87円 △156.87円 △308.43円 

１ 株 当 た り 配 当 金 16.00 円 16.00 円 0円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 1,529.85円 1,272.88円 644.16円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2020年３月31日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 45,581,809株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）に － － 
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お け る 潜 在 株 式 数 

下限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 

始  値 2,185 円 1,363 円 632円 

高  値 2,291 円 1,646 円 820円 

安  値 1,241 円 528円 350円 

終  値 1,367 円 622円 420円 

 

② 最近６ヶ月間の状況 

 
2020年 

１月 

2020年 

２月 

2020年 

３月 

2020年 

４月 

2020年 

５月 

2020年 

６月 

始  値 724円 642円 603円 413円 455円 438円 

高  値 731円 780円 655円 469円 488円 541円 

安  値 640円 604円 350円 361円 407円 427円 

終  値 652円 612円 420円 455円 438円 462円 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2020年７月14日 

始  値 387円 

高  値 387円 

安  値 371円 

終  値 381円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 該当事項はありません。 

 

 

11．発行要項 

 別紙１「Ａ種種類株式発行要項」、別紙２「Ｂ種種類株式の内容」及び別紙３「Ｃ種種類株式発行要項」を

ご参照ください。 

 

 

12．本第三者割当増資の日程 

2020年７月15日（水） 本第三者割当増資に係る取締役会決議 

本臨時株主総会への本第三者割当増資に関する議案付議に係る取締役会決議 

割当予定先との本引受契約の締結 

2020年８月28日（金） 本臨時株主総会決議（予定） 
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2020 年８月 29 日（土）か

ら2021年１月20日（水） 

払込期間（予定） 

（割当予定先との間では、本引受契約に規定する割当予定先の払込義務の前

提条件の全部が充足又は放棄されることを条件として、（ⅰ）2020 年９月 30

日又は（ⅱ）本臨時株主総会の日の翌日から 2021 年１月 20 日までの間で、

当社及び割当予定先が合意する日に払込みを行うことを合意しております。

この期間を払込期間とした主な理由は、国外の競争法に基づく必要な手続が

完了するまでに要する期間を正確に予想することが困難であるためですが、

当社と割当予定先との間では、当該前提条件が 2020 年９月 30 日までに充足

されるよう合理的な最大限の努力を尽くすものとされており、当社としては

2020年 9月 30日までの払込みの完了を目指しております。） 

 

 

 

Ⅱ．本定款変更について 

１．本定款変更の目的 

Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてＡ種種

類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式を追加し、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に関する規

定を新設するものです。 

また、当社における現状に即し、意思決定の簡素化及び権限の明確化を図るため、執行役員会に係る規定の

削除を行うものです。 

なお、本定款変更については、本臨時株主総会において、本第三者割当増資、本資本金等の額の減少及び本

取締役選任に係る各議案の承認が得られることを条件とします。 

 

 

２．本定款変更の内容 

定款変更の内容は別紙４「定款変更案」をご参照ください。 

 

 

３．本定款変更の日程 

2020年７月15日（水） 本定款変更に係る取締役会決議 

本臨時株主総会への本定款変更に関する議案付議に係る取締役会決議 

2020年８月28日（金） 本臨時株主総会決議（予定） 

本定款変更の効力発生日（予定） 

 

 

 

Ⅲ．本資本金等の額の減少について 

１．本資本金等の額の減少の目的 

早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、本資本金等の額の減少を行

い、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えることといたしました。 

なお、本資本金等の額の減少については、本種類株式の払込みを停止条件とします。 

 

 

２．本資本金等の額の減少の要領 

（１）減少すべき資本金の額 

本第三者割当増資後の資本金の額 19,885,337,250 円を 14,885,337,250 円減少して、5,000,000,000 円

とする。 
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（２）減少すべき資本準備金の額 

本第三者割当増資後の資本準備金の額 26,597,227,321 円を 26,582,726,269 円減少して、14,501,052

円とする。 

 

（３）本資本金等の額の減少の方法 

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記のとおり行った

上で、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。 

 

 

３．本資本金等の額の減少の日程 

2020年７月15日（水） 本資本金等の額の減少に係る取締役会決議 

本臨時株主総会への本資本金等の額の減少に関する議案付議に係る取締役会

決議 

2020年８月17日（月） 債権者異議申述公告（予定） 

2020年８月28日（金） 本臨時株主総会決議（予定） 

2020年９月17日（木） 債権者異議申述最終期日（予定） 

2021年１月21日（木） 本資本金等の額の減少の効力発生日（予定） 

 

 

４．今後の見通し 

本資本金等の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘

定とする振替処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、当社の業績に与える影響はありませ

ん。 

 

 

 

Ⅳ．本剰余金の処分について 

１．本剰余金の処分の目的 

当社は、上記「Ⅲ. 本資本金等の額の減少について」に記載のとおり、本資本金等の額の減少を行いますが、

当社定款第 40 条第１項並びに会社法第 452 条及び第 459 条の規定に基づき、取締役会決議により剰余金の処

分を行い、本資本金等の額の減少によって増加することとなるその他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を填

補することといたしました。 

なお、本剰余金の処分については、本資本金等の額の減少の効力が生じることを条件とします。 

 

 

２．本剰余金の処分の要領 

（１）減少する剰余金の項目及び額 

その他資本剰余金 5,912,006,538円 

 

（２）増加する剰余金の項目及び額 

繰越利益剰余金 5,912,006,538円 

 

 

３．本剰余金の処分の日程 

2020年７月15日（水） 本剰余金の処分に係る取締役会決議 

2021年１月21日（木） 本剰余金の処分の効力発生日（予定） 
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４．今後の見通し 

本剰余金の処分は、貸借対照表の純資産の部におけるその他資本剰余金を繰越利益剰余金の勘定とする振替

処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、当社の業績に与える影響はありません。 

 

 

（ご参考） 

本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分の効力発生後の資本金、資本準備金、その他資本剰余金及び繰越利

益剰余金の額 

資本金 5,000,000,000円 

資本準備金 14,501,052円 

その他資本剰余金 35,557,653,414円 

繰越利益剰余金 △14,003,997,496円 

 

 

以 上 
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別紙１ Ａ種種類株式発行要項 

 

 

Ａ種種類株式発行要項 

 

1. 株式の名称 

株式会社ミツバＡ種種類株式（以下、「Ａ種種類株式」という。） 

2. 募集株式の数 

15,000株 

3. 募集株式の払込金額 

１株につき1,000,000円 

4. 増加する資本金及び資本準備金 

資本金 7,500,000,000円（１株につき、500,000円） 

資本準備金 7,500,000,000円（１株につき、500,000円） 

5. 払込金額の総額 

15,000,000,000円 

6. 払込期間 

2020年 8月 29日から2021年１月20日まで 

7. 発行方法 

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合  15,000株 

8. 剰余金の配当 

(1) Ａ種優先配当金 

本会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配

当の基準日（以下、「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種種類株式

を有する株主（以下、「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録株式質権者（Ａ種種類株

主と併せて以下、「Ａ種種類株主等」という。）に対し、下記16.(1)に定める支払順位に従い、Ａ種

種類株式１株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＡ種種類

株式１株当たりに支払われる金銭を、以下、「Ａ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ａ種優先

配当金に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生

じるときは、当該端数は切り捨てる。 

(2) Ａ種優先配当金の金額 

Ａ種優先配当金の額は、1,000,000円（以下、「払込金額相当額」という。）に、6.0％を乗じて算出

した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が 2021

年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、Ａ種種類株式の発行日）（同日を含む。）から当該

配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を 365 日（但し、当該事業年度に閏

日を含む場合は 366 日）として日割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２

位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。）。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、

当該配当基準日より前の日を基準日としてＡ種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配

当基準日に係るＡ種優先配当金の額は、その各配当におけるＡ種優先配当金の合計額を控除した金

額とする。 

(3) 非参加条項 

本会社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当額（下記(4)

に定める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、本会社が行う吸収分割手続の中で行わ

れる会社法第 758 条第８号ロ若しくは同法第 760 条第７号ロに規定される剰余金の配当又は本会社

が行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第１項第 12 号ロ若しくは同法第 765 条第１項第
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８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

(4) 累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配

当（当該事業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配当金につき本(4)に従い累積したＡ種累積

未払配当金相当額（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＡ種優先

配当金の額（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、

上記(2)に従い計算されるＡ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書

の規定は適用されないものとして計算するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該

事業年度（以下、本(4)において「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の事業年度に累積す

る。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会（以下、本(4)において「不足事業年

度定時株主総会」という。）の翌日（同日を含む。）から累積額がＡ種種類株主等に対して配当され

る日（同日を含む。）までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率6.0％

の利率で、１年毎（但し、１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事

業年度の翌事業年度の末日（同日を含む。）までとする。）の複利計算により算出した金額を加算し

た金額とする。なお、当該計算は、１年を 365 日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は 366

日）とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ

の小数第２位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額（以下、「Ａ種累積未払配当金相当額」と

いう。）については、下記 16.(1)に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主等に対して配当する。な

お、かかる配当を行うＡ種累積未払配当金相当額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株

式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

9. 残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配 

本会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、下記16.(2)に定める支払順位に従

い、Ａ種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定め

る日割未払優先配当金額を加えた額（以下、「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但

し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日（以下、「分配日」という。）が配当基準日の

翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間で

ある場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ種累積未

払配当金相当額を計算する。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種

種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

(2) 非参加条項 

Ａ種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。 

(3) 日割未払優先配当金額 

Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を

基準日としてＡ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記 8.(2)に従い計算されるＡ

種優先配当金相当額とする（以下、Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払

優先配当金額」という。）。 

10. 議決権 

Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

11. 普通株式を対価とする取得請求権 

(1) 普通株式対価取得請求権 

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、本会社に対して、下記(2)に定める数の普

通株式（以下、「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部

又は一部を取得することを請求すること（以下、「普通株式対価取得請求」という。）ができるもの

とし、本会社は、当該普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の

許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。 
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(2) Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当

額並びにＡ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に

係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる

数とする。なお、本 11.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株

式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株

式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない

端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第 167 条第３項に定

める金銭の交付は行わない。 

(3) 当初取得価額 

(a)又は(b)のうち、いずれか大きい価額 

(a)  390.3 円 

(b)  2020 年 7 月 15 日に先立つ連続する 20 取引日及び 2020 年 7 月 15 日の翌日以降連続する 20 取

引日（2020 年 7 月 15 日を含まない。）の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」

という。）が発表する本会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下、「VWAP」とい

う。）の平均値に 0.9 を乗じた価額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。） 

なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、

VWAPが発表されない日は含まないものとする。 

(4) 取得価額の調整  

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調

整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式

数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で本会社が保有する普通株式を

除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時

点で本会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日

（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。 

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。 

③ 下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又

は本会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と

引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。

以下、本(4)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使

による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、

次の算式（以下、「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整

式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当

該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には

当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当

併合後発行済普通株式数 

併合前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 

分割後発行済普通株式数 

分割前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 
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該基準日（以下、「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、本会社が保

有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」

は「処分する本会社が保有する普通株式の数」、「本会社が保有する普通株式の数」は「処

分前において本会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

 

④ 本会社に取得をさせることにより又は本会社に取得されることにより、下記(d)に定める

普通株式１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交

付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、

かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④に

おいて同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係

る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、また株主割当日が

ある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が

交付されたものとみなし､取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる

価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の

翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日が

ある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対

価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得

され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌

日以降これを適用する。 

⑤ 行使することにより又は本会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約

権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的

とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。）の合計額

が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受

けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、か

かる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株

予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。）

に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行

使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１

株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、

新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対

価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され

又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定

した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、本会社又は本会

社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプ

ション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、本会社はＡ

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 × 

× 
（発行済普通株式数 

－本会社が保有する 

普通株式の数） 

１株当たり 

払込金額 

普通株式１株当たりの時価 

（発行済普通株式数－本会社が保有する普通株式の数） 

＋新たに発行する普通株式の数 

新たに発行する 

普通株式の数 

＋ 
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種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用

の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸

収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部

の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

② 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得

価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。 

③ その他、発行済普通株式数（但し、本会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は

変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、

取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにお

いて公表された場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連続する 30 取引日の VWAP の平均

値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、「取引

日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAP が

発表されない日は含まないものとする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が 0.1 円

未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた

調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。 

(5) 普通株式対価取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

(6) 普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株

式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い

時点に発生する。 

(7) 普通株式の交付方法 

本会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＡ種種類株主に

対して、当該Ａ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。 

12. 金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権 

(1) 金銭及びＢ種種類株式対価取得請求権 

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、本会社に対して、法令の許容する範囲内に

おいて、(i)下記(2)に定める金銭（以下、「請求対象金銭」という。）及び(ii)下記(3)に定める数

のＢ種種類株式（以下、「請求対象Ｂ種種類株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種

種類株式の全部又は一部（但し、一部の取得は、1,000 株の整数倍の株数に限る。）を取得するこ

とを請求すること（以下、「金銭及びＢ種種類株式対価取得請求」という。）ができるものとし、

本会社は、当該金銭及びＢ種種類株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、

法令の許容する範囲内において、請求対象金銭及び請求対象Ｂ種種類株式を、当該Ａ種種類株主に

対して交付するものとする。 

(2) Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額 

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額並

びにＡ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に金銭及びＢ種種類株式対価取

得請求に係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額とする。なお、本 12.においては、日割未払優
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先配当金額の計算における「分配日」を「金銭及びＢ種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と

読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭及びＢ種種類株式対価取得請求に係る

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。 

(3) Ａ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類株式の数 

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類株式の数は、Ａ種種類株式１株当たりの払込金額

相当額に償還係数（下記 13.に定める。）を乗じて得られた額からＡ種種類株式１株当たりの払込

金額相当額を控除した額に金銭及びＢ種種類株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の数を乗じて得

られる額を、1,000,000 円で除して得られる数とする。なお、本 12.においては、償還係数におけ

る「金銭対価償還日」を「金銭及びＢ種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替える。ま

た、金銭及びＢ種種類株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類株

式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、

会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。 

(4) 金銭及びＢ種種類株式対価取得請求の効力発生 

金銭及びＢ種種類株式対価取得請求の効力は、金銭及びＢ種種類株式対価取得請求に要する書類が

本会社に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。 

13. 金銭を対価とする取得条項 

本会社は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、本会社の取締役会が別に定める日（以下、「金銭対価

償還日」という。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の 20 取引日

（東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。）前までに書面による通

知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ａ種種類

株式の全部又は一部（但し、一部の取得は、5,000 株の整数倍の株数に限る。）を取得することができ

る（以下、「金銭対価償還」という。）ものとし、本会社は、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式を

取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数に、(i)Ａ種種類株式１株当たりの

払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ii)Ａ種累積未払配当金相当額及

び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種類株主に対して交付するもの

とする。なお、本 13.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還

日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るＡ種種類株式の取

得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他本会社の取締役会が定める合理的な方法に

よって、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株式を決定する。 

「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の

各号に定める数値をいう。 

① Ａ種種類株式の発行日の翌日から2021年６月30日まで ：1.07 

② 2021年７月１日から2022年６月30日まで  ：1.12 

③ 2022年７月１日から2023年６月30日まで  ：1.18 

④ 2023年７月１日から2024年６月30日まで  ：1.24 

⑤ 2024年７月１日から2025年６月30日まで  ：1.31 

⑥ 2025年７月１日以降    ：1.40 

14. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 

本会社が株主総会の決議によってＡ種種類株主との合意により当該Ａ種種類株主の有するＡ種種類株

式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第 160 条第２項及び第３項の規定を適用

しないものとする。 

15. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

(1) 本会社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。 
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(2) 本会社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えない。 

(3) 本会社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。 

16. 優先順位 

(1) Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当額及び普

通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通株主等」と総称する。）に対する

剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当額及びＢ種累積未払配当金相当額が第１順位、

Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とす

る。 

(2) Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ

種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に係る残余財産の分配を第１順位、普通株式に係る残

余財産の分配を第２順位とする。 

(3) 本会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分

配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行う

ために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。 

以 上 
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別紙２ Ｂ種種類株式の内容 

 

Ｂ種種類株式の内容 

 

1. 株式の名称 

株式会社ミツバＢ種種類株式（以下、「Ｂ種種類株式」という。） 

2. 剰余金の配当 

(1) Ｂ種優先配当金 

本会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配

当の基準日（以下、「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種種類株式

を有する株主（以下、「Ｂ種種類株主」という。）又はＢ種種類株式の登録株式質権者（Ｂ種種類株

主と併せて以下、「Ｂ種種類株主等」という。）に対し、下記 9.(1)に定める支払順位に従い、Ｂ種

種類株式１株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＢ種種類

株式１株当たりに支払われる金銭を、以下、「Ｂ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ｂ種優先

配当金に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生

じるときは、当該端数は切り捨てる。 

(2) Ｂ種優先配当金の金額 

Ｂ種優先配当金の額は、1,000,000円（以下、「払込金額相当額」という。）に、8.0％を乗じて算出

した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が 2021

年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、Ｂ種種類株式の発行日）（同日を含む。）から当該

配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を 365 日（但し、当該事業年度に閏

日を含む場合は 366 日）として日割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円位未満小数第２

位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。）。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、

当該配当基準日より前の日を基準日としてＢ種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配

当基準日に係るＢ種優先配当金の額は、その各配当におけるＢ種優先配当金の合計額を控除した金

額とする。 

(3) 非参加条項 

本会社は、Ｂ種種類株主等に対しては、Ｂ種優先配当金及びＢ種累積未払配当金相当額（下記(4)

に定める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、本会社が行う吸収分割手続の中で行わ

れる会社法第 758 条第８号ロ若しくは同法第 760 条第７号ロに規定される剰余金の配当又は本会社

が行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第１項第 12 号ロ若しくは同法第 765 条第１項第

８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

(4) 累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日としてＢ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配

当（当該事業年度より前の各事業年度に係るＢ種優先配当金につき本(4)に従い累積したＢ種累積

未払配当金相当額（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＢ種優先

配当金の額（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、

上記(2)に従い計算されるＢ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書

の規定は適用されないものとして計算するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該

事業年度（以下、本(4)において「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の事業年度に累積す

る。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会（以下、本(4)において「不足事業年

度定時株主総会」という。）の翌日（同日を含む。）から累積額がＢ種種類株主等に対して配当され

る日（同日を含む。）までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率8.0％

の利率で、１年毎（但し、１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事

業年度の翌事業年度の末日（同日を含む。）までとする。）の複利計算により算出した金額を加算し

た金額とする。なお、当該計算は、１年を 365 日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は 366

日）とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、そ
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の小数第２位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額（以下、「Ｂ種累積未払配当金相当額」と

いう。）については、下記 16.(1)に定める支払順位に従い、Ｂ種種類株主等に対して配当する。な

お、かかる配当を行うＢ種累積未払配当金相当額に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株

式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

3. 残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配 

本会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種類株主等に対し、下記 9.(2)に定める支払順位に従

い、Ｂ種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ｂ種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定め

る日割未払優先配当金額を加えた額（以下、「Ｂ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但

し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日（以下、「分配日」という。）が配当基準日の

翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間で

ある場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＢ種累積未

払配当金相当額を計算する。なお、Ｂ種残余財産分配額に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種

種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

(2) 非参加条項 

Ｂ種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。 

(3) 日割未払優先配当金額 

Ｂ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を

基準日としてＢ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記 8.(2)に従い計算されるＢ

種優先配当金相当額とする（以下、Ｂ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払

優先配当金額」という。）。 

4. 議決権 

Ｂ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

5. 普通株式を対価とする取得請求権 

(1) 普通株式対価取得請求権 

Ｂ種種類株主は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、本会社に対して、下記(2)に定める数の普

通株式（以下、「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＢ種種類株式の全部

又は一部を取得することを請求すること（以下、「普通株式対価取得請求」という。）ができるもの

とし、本会社は、当該普通株式対価取得請求に係るＢ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の

許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該Ｂ種種類株主に対して交付するものとする。 

(2) Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、Ｂ種種類株式１株当たりの払込金額相当

額並びにＢ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に

係るＢ種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる

数とする。なお、本5.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株式

対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式

対価取得請求に係るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端

数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第 167 条第３項に定め

る金銭の交付は行わない。 

(3) 当初取得価額 

(a)又は(b)のうち、いずれか大きい価額 

(a)  390.3 円 

(b)  2020 年 7 月 15 日に先立つ連続する 20 取引日及び 2020 年 7 月 15 日の翌日以降連続する 20 取

引日（2020 年 7 月 15 日を含まない。）の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」

という。）が発表する本会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下、「VWAP」とい

う。）の平均値に 0.9 を乗じた価額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨
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五入する。） 

なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、

VWAPが発表されない日は含まないものとする。 

(4) 取得価額の調整  

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調

整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式

数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で本会社が保有する普通株式を

除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時

点で本会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日

（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。 

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。 

③ 下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又

は本会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と

引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。

以下、本(4)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使

による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、

次の算式（以下、「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整

式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当

該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には

当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当

該基準日（以下、「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、本会社が保

有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」

は「処分する本会社が保有する普通株式の数」、「本会社が保有する普通株式の数」は「処

分前において本会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

 

④ 本会社に取得をさせることにより又は本会社に取得されることにより、下記(d)に定める

普通株式１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交

付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、

かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④に

おいて同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係

併合後発行済普通株式数 

併合前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 × 

× 
（発行済普通株式数 

－本会社が保有する 

普通株式の数） 

１株当たり 

払込金額 

普通株式１株当たりの時価 

（発行済普通株式数－本会社が保有する普通株式の数） 

＋新たに発行する普通株式の数 

新たに発行する 

普通株式の数 

＋ 

分割後発行済普通株式数 

分割前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 
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る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、また株主割当日が

ある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が

交付されたものとみなし､取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる

価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の

翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日が

ある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対

価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得

され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌

日以降これを適用する。 

⑤ 行使することにより又は本会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約

権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的

とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。）の合計額

が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受

けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、か

かる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株

予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。）

に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行

使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１

株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、

新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対

価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され

又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定

した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、本会社又は本会

社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプ

ション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、本会社はＢ

種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用

の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸

収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部

の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

② 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得

価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。 

③ その他、発行済普通株式数（但し、本会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は

変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、

取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにお

いて公表された場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連続する 30 取引日の VWAP の平均

値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、「取引



32 
 

日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAP が

発表されない日は含まないものとする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が 0.1 円

未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた

調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。 

(5) 普通株式対価取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

(6) 普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株

式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い

時点に発生する。 

(7) 普通株式の交付方法 

本会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＢ種種類株主に

対して、当該Ｂ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。 

6. 金銭を対価とする取得条項 

本会社は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、Ａ種種類株式の発行済株式（本会社が有するものを

除く。）が存しないときに限り、本会社の取締役会が別に定める日（以下、「金銭対価償還日」とい

う。）が到来することをもって、Ｂ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の 20 取引日（東京証券取

引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。）前までに書面による通知（撤回不能

とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ｂ種種類株式の全部を

取得することができる（以下、「金銭対価償還」という。）ものとし、本会社は、当該金銭対価償還に

係るＢ種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式の数に、(i)Ｂ種種

類株式１株当たりの払込金額相当額に 1.05 を乗じて得られる額並びに(ii)Ｂ種累積未払配当金相当額

及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ｂ種種類株主に対して交付するも

のとする。なお、本 6.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償

還日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るＢ種種類株式の

取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 

本会社が株主総会の決議によってＢ種種類株主との合意により当該Ｂ種種類株主の有するＢ種種類株

式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第 160 条第２項及び第３項の規定を適用

しないものとする。 

8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

(1) 本会社は、Ｂ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。 

(2) 本会社は、Ｂ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えない。 

(3) 本会社は、Ｂ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。 

9. 優先順位 

(1) Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当額及び普

通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通株主等」と総称する。）に対する

剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当額及びＢ種累積未払配当金相当額が第１順位、

Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とす

る。 

(2) Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ
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種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に係る残余財産の分配を第１順位、普通株式に係る残

余財産の分配を第２順位とする。 

(3) 本会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分

配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行う

ために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。 

以 上 
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別紙３ Ｃ種種類株式発行要項 

 

Ｃ種種類株式発行要項 

 

1. 株式の名称 

株式会社ミツバＣ種種類株式（以下、「Ｃ種種類株式」という。） 

2. 募集株式の数 

5,000 株 

3. 募集株式の払込金額 

１株につき1,000,000円 

4. 増加する資本金及び資本準備金 

資本金 2,500,000,000円（１株につき、500,000円） 

資本準備金 2,500,000,000円（１株につき、500,000円） 

5. 払込金額の総額 

5,000,000,000円 

6. 払込期間 

2020年 8月 29日から2021年１月20日まで 

7. 発行方法 

第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合  5,000 株 

8. 剰余金の配当 

本会社は、Ｃ種種類株式を有する株主（以下、「Ｃ種種類株主」という。）に対して、剰余金の配当を

行わない。 

9. 残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配 

本会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種種類株主又はＣ種類株式の登録株式質権者（Ｃ種種類

株主と併せて以下、「Ｃ種種類株主等」という。）に対し、下記15.(2)に定める支払順位に従い、Ｃ

種種類株式１株につき、1,000,000円（以下、「払込金額相当額」という。）の金銭を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｃ種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。 

10. 議決権 

Ｃ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

11. 普通株式を対価とする取得請求権 

(1) 普通株式対価取得請求権 

Ｃ種種類株主は、Ｃ種種類株式の発行日以降いつでも、本会社に対して、下記(2)に定める数の普

通株式（以下、「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＣ種種類株式の全部

又は一部を取得することを請求すること（以下、「普通株式対価取得請求」という。）ができるもの

とし、本会社は、当該普通株式対価取得請求に係るＣ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の

許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該Ｃ種種類株主に対して交付するものとする。 

(2) Ｃ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｃ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、Ｃ種種類株式１株当たりの払込金額相当

額に普通株式対価取得請求に係るＣ種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定め

る取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るＣ種種類株式の取得と

引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものと

し、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。 
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(3) 当初取得価額 

390.3 円 

(4) 取得価額の調整  

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調

整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式

数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で本会社が保有する普通株式を

除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時

点で本会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日

（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。 

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。 

 

 

 

 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。 

③ 下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又

は本会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と

引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。

以下、本(4)において同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使

による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、

次の算式（以下、「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整

式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当

該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には

当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当

該基準日（以下、「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、本会社が保

有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」

は「処分する本会社が保有する普通株式の数」、「本会社が保有する普通株式の数」は「処

分前において本会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

 

 

 

 

 

④ 本会社に取得をさせることにより又は本会社に取得されることにより、下記(d)に定める

普通株式１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交

付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、

かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④に

おいて同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係

る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、また株主割当日が

併合後発行済普通株式数 

併合前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 × 

× 
（発行済普通株式数 

－本会社が保有する 

普通株式の数） 

１株当たり 

払込金額 

普通株式１株当たりの時価 

（発行済普通株式数－本会社が保有する普通株式の数） 

＋新たに発行する普通株式の数 

新たに発行する 

普通株式の数 

＋ 

分割後発行済普通株式数 

分割前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 



36 
 

ある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が

交付されたものとみなし､取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる

価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の

翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日が

ある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対

価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得

され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌

日以降これを適用する。 

⑤ 行使することにより又は本会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約

権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的

とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。）の合計額

が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受

けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、か

かる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株

予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。）

に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行

使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１

株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、

新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付

される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対

価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され

又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定

した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、本会社又は本会

社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプ

ション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、本会社はＣ

種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用

の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸

収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部

の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

② 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得

価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある

とき。 

③ その他、発行済普通株式数（但し、本会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は

変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、

取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」とい

う。）が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われ

た日）に先立つ連続する 30 取引日の東京証券取引所が発表する本会社の普通株式の普通取引

の売買高加重平均価格（以下、「VWAP」という。）の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、
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その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本

会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAP が発表されない日は含まないものとする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が 0.1 円

未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた

調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。 

(5) 普通株式対価取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

(6) 普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株

式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い

時点に発生する。 

(7) 普通株式の交付方法 

本会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＣ種種類株主に

対して、当該Ｃ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。 

12. 金銭を対価とする取得条項 

本会社は、Ｃ種種類株式の発行日以降いつでも、Ａ種種類株式又はＢ種種類株式の発行済株式（本会

社が有するものを除く。）が存しないときに限り、本会社の取締役会が別に定める日（以下、「金銭対

価償還日」という。）が到来することをもって、Ｃ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の 20 取引

日（東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。以下同じ。）前までに

書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価とし

て、Ｃ種種類株式の全部を取得することができる（以下、「金銭対価償還」という。）ものとし、本会

社は、当該金銭対価償還に係るＣ種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るＣ種

種類株式の数に、Ｃ種種類株式１株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られ

る額を乗じて得られる額の金銭を、Ｃ種種類株主に対して交付するものとする。また、金銭対価償還

に係るＣ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 

「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の

各号に定める数値をいう。 

① Ｃ種種類株式の発行日の翌日から2021年６月30日まで ：1.13 

② 2021年７月１日から2022年６月30日まで  ：1.25 

③ 2022年７月１日から2023年６月30日まで  ：1.37 

④ 2023年７月１日から2024年６月30日まで  ：1.51 

⑤ 2024年７月１日から2025年６月30日まで  ：1.66 又はパリティ係数のう

ち、いずれか大きい数値 

⑥ 2025年７月１日以降    ：1.80 

「パリティ係数」とは、次の算式により算出する。但し、1.80を超えないものとする。 

 

１ ＋ [((a) ÷ (b)) － １] 

 

(a) 金銭対価償還に係る通知の日の前取引日の東京証券取引所における本会社の普通株式の普通取引

の終値 

(b) 金銭対価償還日において有効な上記11.(3)及び(4)で定める取得価額 
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13. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 

本会社が株主総会の決議によってＣ種種類株主との合意により当該Ｃ種種類株主の有するＣ種種類株

式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第 160 条第２項及び第３項の規定を適用

しないものとする。 

14. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

(1) 本会社は、Ｃ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。 

(2) 本会社は、Ｃ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えない。 

(3) 本会社は、Ｃ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。 

15. 優先順位 

(1) Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当額及び普

通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通株主等」と総称する。）に対する

剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当額及びＢ種累積未払配当金相当額が第１順位、

Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とす

る。 

(2) Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ

種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に係る残余財産の分配を第１順位、普通株式に係る残

余財産の分配を第２順位とする。 

(3) 本会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分

配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行う

ために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。 

以 上 
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別紙４ 定款変更案 

 

定款変更の内容 
 

（下線部は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 

第1章 総 則 

第1条 

～      （条文省略） 

第4条 

 

第 1章 総 則 

第 1条 

～      （現行どおり） 

第4条 

 

第 2章 株 式 

（発行可能株式総数） 

 

第 5条 当会社の発行可能株式総数は、1億5千万株

とする。 

第2章 株 式 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第 5条 当会社の発行可能株式総数は、1億 5千万株

とする。 

当会社の発行可能種類株式総数は、各種類の株式

に応じてそれぞれ次のとおりとする。 

 普通株式   1億 5千万株 

 Ａ種種類株式   1万 5千株 

 Ｂ種種類株式   6千株 

 Ｃ種種類株式   5千株 

 

(単元株式数) 

第 6条 当会社の単元株式数は100株とする。 

 

 

(単元株式数) 

第 6条 当会社の普通株式の単元株式数は100株と

し、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式

の単元株式数はそれぞれ1株とする。 

 

第 7条 

～      （条文省略） 

第11条 

第 7条 

～      （現行どおり） 

第11条 

 

（新 設） 

（新 設） 

第2章の2 Ａ種種類株式 

（Ａ種優先配当金） 

第 11 条の 2 当会社は、ある事業年度中に属する日

を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰

余金の配当の基準日（以下、「配当基準日」とい

う。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種種

類株式を有する株主（以下、「Ａ種種類株主」とい

う。）又はＡ種種類株式の登録株式質権者（Ａ種種類

株主と併せて以下、「Ａ種種類株主等」という。）に

対し、第 11 条の 10 第 1 項に定める支払順位に従

い、Ａ種種類株式 1 株につき、第 2 項に定める額の

金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＡ種種

類株式 1 株当たりに支払われる金銭を、以下、「Ａ種

優先配当金」という。）を行う。なお、Ａ種優先配当

金に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株

式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるとき
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は、当該端数は切り捨てる。 

2.Ａ種優先配当金の額は、100 万円（以下、本章にお

いて「払込金額相当額」という。）に、6.0％を乗じ

て算出した額の金銭について、当該配当基準日の属

する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が 2021

年 3 月末日に終了する事業年度に属する場合は、Ａ

種種類株式の発行日）（同日を含む。）から当該配当

基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、

1 年を 365 日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合

は 366 日）として日割計算を行うものとする（除算

は最後に行い、円位未満小数第 2 位まで計算し、そ

の小数第 2 位を四捨五入する。）。但し、当該配当基

準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前

の日を基準日としてＡ種種類株主等に対し剰余金を

配当したときは、当該配当基準日に係るＡ種優先配

当金の額は、その各配当におけるＡ種優先配当金の

合計額を控除した金額とする。 

3.当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先

配当金及びＡ種累積未払配当金相当額（第 4 項に定

める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但

し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社

法第 758 条第 8 号ロ若しくは同法第 760 条第 7 号ロ

に規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分

割手続の中で行われる同法第 763 条第 1 項第 12 号ロ

若しくは同法第 765 条第 1 項第 8 号ロに規定される

剰余金の配当についてはこの限りではない。 

4.ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類

株主等に対して行われた 1 株当たりの剰余金の配当

（当該事業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先

配当金につき本項に従い累積したＡ種累積未払配当

金相当額（以下に定義される。）の配当を除く。）の

総額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額

（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当

が行われると仮定した場合において、第 2 項に従い

計算されるＡ種優先配当金の額をいう。但し、かか

る計算においては、第 2 項但書の規定は適用されな

いものとして計算するものとする。）に達しないとき

は、その不足額は、当該事業年度（以下、本項にお

いて「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の

事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事

業年度に係る定時株主総会（以下、本項において

「不足事業年度定時株主総会」という。）の翌日（同

日を含む。）から累積額がＡ種種類株主等に対して配

当される日（同日を含む。）までの間、不足事業年度

の翌事業年度以降の各事業年度において、年率 6.0％

の利率で、1 年毎（但し、1 年目は不足事業年度定時

株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事業年度の
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翌事業年度の末日（同日を含む。）までとする。）の

複利計算により算出した金額を加算した金額とす

る。なお、当該計算は、1 年を 365 日（但し、当該事

業年度に閏日を含む場合は 366 日）とした日割計算

により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満

小数第 2 位まで計算し、その小数第 2 位を四捨五入

する。本項に従い累積する金額（以下、「Ａ種累積未

払配当金相当額」という。）については、第 11 条の

10 第 1 項に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主等

に対して配当する。なお、かかる配当を行うＡ種累

積未払配当金相当額に、各Ａ種種類株主等が権利を

有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の

端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

 

（新 設） （残余財産の分配） 

第 11 条の 3 当会社は、残余財産を分配するとき

は、Ａ種種類株主等に対し、第 11 条の 10 第 2 項に

定める支払順位に従い、Ａ種種類株式 1 株につき、

払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及び

第 3 項に定める日割未払優先配当金額を加えた額

（以下、「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を

支払う。但し、本項においては、残余財産の分配が

行われる日（以下、本章において「分配日」とい

う。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該

配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる

時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準

日とする剰余金の配当は行われないものとみなして

Ａ種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ａ種

残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有す

るＡ種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数

が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

2.Ａ種種類株主等に対しては、前項に規定するほ

か、残余財産の分配は行わない。 

3.Ａ種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額

は、分配日の属する事業年度において、分配日を基

準日としてＡ種優先配当金の支払がなされたと仮定

した場合に、第 11 条の 2 第 2 項に従い計算されるＡ

種優先配当金相当額とする（以下、本章においてＡ

種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額を

「日割未払優先配当金額」という。）。 

 

（新 設） （議決権） 

第 11 条の 4 Ａ種種類株主は、法令に別段の定めの

ある場合を除き、株主総会において議決権を有しな

い。 

 

（新 設） （普通株式を対価とする取得請求権） 
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第 11 条の 5 Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行

日以降いつでも、当会社に対して、第 2 項に定める

数の普通株式（以下、本項において「請求対象普通

株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種

種類株式の全部又は一部を取得することを請求する

こと（以下、本章において「普通株式対価取得請

求」という。）ができるものとし、当会社は、当該普

通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得する

のと引換えに、法令の許容する範囲内において、請

求対象普通株式を、当該Ａ種種類株主に対して交付

するものとする。 

2.Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式

の数は、Ａ種種類株式 1 株当たりの払込金額相当額

並びにＡ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先

配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るＡ

種種類株式の数を乗じて得られる額を、第 3 項及び

第 4 項で定める取得価額で除して得られる数とす

る。なお、本条においては、日割未払優先配当金額

の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請

求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配

当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に

係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株

式の合計数に 1 株に満たない端数があるときは、こ

れを切り捨てるものとし、この場合においては、会

社法第 167 条第 3 項に定める金銭の交付は行わな

い。 

3.当初取得価額は(a)又は(b)のうち、いずれか大き

い価額とする。 

(a) 390.3円 

(b) 2020 年 7 月 15 日に先立つ連続する 20 取引日及

び 2020 年 7 月 15 日の翌日以降連続する 20 取引日

（2020 年 7 月 15 日を含まない。）の株式会社東京証

券取引所（以下、「東京証券取引所」という。）が発

表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平

均価格（以下、「ＶＷＡＰ」という。）の平均値に 0.9

を乗じた価額（円位未満小数第 2 位まで算出し、そ

の小数第2位を四捨五入する。） 

なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会

社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、ＶＷ

ＡＰが発表されない日は含まないものとする。 

4.取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞ

れ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てを

する場合、次の算式により取得価額を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、次の算式における

「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行
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済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する

普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は

「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点

で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ

読み替える。 

［算式］ 

調整後取得価額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝分割前発行済普通株式数 

Ｃ＝分割後発行済普通株式数 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日

又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌

日）以降これを適用する。 

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式

により、取得価額を調整する。 

［算式］ 

調整後取得価額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝併合前発行済普通株式数 

Ｃ＝併合後発行済普通株式数 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以

降これを適用する。 

③下記(d)に定める普通株式 1 株当たりの時価を下回

る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保

有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての

場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若

しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。以下、本項において同じ。）の取得による

場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使によ

る場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により

普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以

下、本項において「取得価額調整式」という。）によ

り取得価額を調整する。取得価額調整式における「1

株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目

的とする場合には、当該財産の適正な評価額とす

る。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定め

た場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、ま

た株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該

基準日（以下、本項において「株主割当日」とい

う。）の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保

有する普通株式を処分する場合には、次の算式にお

ける「新たに発行する普通株式の数」は「処分する

当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有す

る普通株式の数」は「処分前において当会社が保有

する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

調整後取得価額＝Ａ×（Ｂ－Ｃ＋Ｄ×Ｅ÷Ｆ）÷
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（Ｂ－Ｃ＋Ｄ） 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝発行済普通株式数 

Ｃ＝当会社が保有する普通株式の数 

Ｄ＝新たに発行する普通株式の数 

Ｅ＝1株当たり払込金額 

Ｆ＝普通株式1株当たりの時価 

④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取

得されることにより、下記(d)に定める普通株式 1 株

当たりの時価を下回る普通株式 1 株当たりの取得価

額をもって普通株式の交付を受けることができる株

式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合

を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定め

た場合には当該払込期間の最終日。以下、本④にお

いて同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力

が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた

場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、

また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処

分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株

式が交付されたものとみなし､取得価額調整式におい

て「1 株当たり払込金額」としてかかる価額を使用し

て計算される額を、調整後取得価額とする。調整後

取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当て

の場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株

主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを

適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付さ

れる普通株式の対価が上記の時点で確定していない

場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点に

おいて発行又は処分される株式の全てが当該対価の

確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたも

のとみなして算出するものとし、当該対価が確定し

た日の翌日以降これを適用する。 

⑤行使することにより又は当会社に取得されること

により、普通株式 1 株当たりの新株予約権の払込価

額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金

銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財

産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同

じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式 1 株当た

りの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受

けることができる新株予約権を発行する場合（新株

予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約

権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはそ

の効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基

準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤におい

て同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使

され又は取得されて普通株式が交付されたものとみ
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なし、取得価額調整式において「1 株当たり払込金

額」として普通株式 1 株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の

普通株式 1 株当たりの価額の合計額を使用して計算

される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価

額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株

予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の

翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日

以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又

は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の

時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、

当該対価の確定時点において発行される新株予約権

全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取

得されて普通株式が交付されたものとみなして算出

するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降こ

れを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整

は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、

執行役その他の役員又は従業員に対してストック・

オプション目的で発行される普通株式を目的とする

新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③

のいずれかに該当する場合には、当会社はＡ種種類

株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並び

にその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他

必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に

行うものとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の

発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸

収分割による他の会社がその事業に関して有する権

利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のた

めに取得価額の調整を必要とするとき。 

②取得価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

③その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有

する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性

を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要

とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、

円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式 1 株当たり

の時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、取

得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が

提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表さ

れた場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連
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続する 30 取引日のＶＷＡＰの平均値（円位未満小数

第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入す

る。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引

所において当会社の普通株式の普通取引が行われる

日をいい、ＶＷＡＰが発表されない日は含まないも

のとする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整

後取得価額と調整前取得価額との差額が 0.1 円未満

にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わな

い。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ

れて、その後の調整の計算において斟酌される。 

5.普通株式対価取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の

内一丁目4番5号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

6.普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得

請求に要する書類が前項に記載する普通株式対価取

得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載

された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生す

る。 

 

（新 設） （金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権） 

第 11 条の 6 Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行

日以降いつでも、当会社に対して、法令の許容する

範囲内において、(i)第 2 項に定める金銭（以下、

「請求対象金銭」という。）及び(ii)第 3 項に定める

数のＢ種種類株式（以下、「請求対象Ｂ種種類株式」

という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株

式の全部又は一部（但し、一部の取得は、1 千株の整

数倍の株数に限る。）を取得することを請求すること

（以下、「金銭及びＢ種種類株式対価取得請求」とい

う。）ができるものとし、当会社は、当該金銭及びＢ

種種類株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得

するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい

て、請求対象金銭及び請求対象Ｂ種種類株式を、当

該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。 

2.Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

は、Ａ種種類株式 1 株当たりの払込金額相当額並び

にＡ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当

金額の合計額に金銭及びＢ種種類株式対価取得請求

に係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額とす

る。なお、本条においては、日割未払優先配当金額

の計算における「分配日」を「金銭及びＢ種種類株

式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日

割未払優先配当金額を計算する。また、金銭及びＢ

種種類株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得
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と引換えに交付する金銭に 1 円に満たない端数があ

るときは、これを切り捨てるものとする。 

3.Ａ種種類株式の取得と引換えに交付するＢ種種類

株式の数は、Ａ種種類株式 1 株当たりの払込金額相

当額に償還係数（次条に定める。）を乗じて得られた

額からＡ種種類株式 1 株当たりの払込金額相当額を

控除した額に金銭及びＢ種種類株式対価取得請求に

係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額を、100 万

円で除して得られる数とする。なお、本条において

は、償還係数における「金銭対価償還日」を「金銭

及びＢ種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と

読み替える。また、金銭及びＢ種種類株式対価取得

請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する

Ｂ種種類株式の合計数に 1 株に満たない端数がある

ときは、これを切り捨てるものとし、この場合にお

いては、会社法第 167 条第 3 項に定める金銭の交付

は行わない。 

4.金銭及びＢ種種類株式対価取得請求の効力は、金

銭及びＢ種種類株式対価取得請求に要する書類が当

会社に到達したとき又は当該書類に記載された効力

発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。 

 

（新 設） （金銭を対価とする取得条項） 

第 11 条の 7 当会社は、Ａ種種類株式の発行日以降

いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以

下、本条において「金銭対価償還日」という。）が到

来することをもって、Ａ種種類株主等に対して、金

銭対価償還日の 20 取引日（東京証券取引所において

当会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。）

前までに書面による通知（撤回不能とする。）を行っ

た上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対

価として、Ａ種種類株式の全部又は一部（但し、一

部の取得は、5 千株の整数倍の株数に限る。）を取得

することができる（以下、本条において「金銭対価

償還」という。）ものとし、当会社は、当該金銭対価

償還に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、

当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数に、(i)Ａ

種種類株式 1 株当たりの払込金額相当額に下記に定

める償還係数を乗じて得られる額並びに(ii)Ａ種累

積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合

計額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種類株主に

対して交付するものとする。なお、本条において

は、日割未払優先配当金額の計算における「分配

日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、日割未払

優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係

るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に 1

円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる
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ものとする。 

Ａ種種類株式の一部を取得するときは、按分比例そ

の他当会社の取締役会が定める合理的な方法によっ

て、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株式を決

定する。 

本章において「償還係数」とは、金銭対価償還日が

以下の①乃至⑥のいずれの期間に属するかの区分に

応じて、以下の①乃至⑥に定める数値をいう。 

 

① Ａ種種類株式の発行日の翌日から 2021 年 6

月 30日まで ：1.07 

② 2021 年 7月 1日から2022年 6月 30日まで

  ：1.12 

③ 2022 年 7月 1日から2023年 6月 30日まで

  ：1.18 

④ 2023 年 7月 1日から2024年 6月 30日まで

  ：1.24 

⑤ 2024 年 7月 1日から2025年 6月 30日まで

  ：1.31 

⑥ 2025年 7月 1日以降  

         ：1.40 

 

（新 設） （自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排

除） 

第 11 条の 8 当会社が株主総会の決議によってＡ種

種類株主との合意により当該Ａ種種類株主の有する

Ａ種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定す

る場合には、会社法第 160 条第 2 項及び第 3 項の規

定を適用しないものとする。 

 

（新 設） （株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

第 11 条の 9 当会社は、Ａ種種類株式について株式

の分割又は併合を行わない。 

2.当会社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当て

を受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。 

3.当会社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又

は新株予約権無償割当てを行わない。 

 

（新 設） （優先順位） 

第 11 条の 10 Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金

相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当

額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株

式質権者（以下、「普通株主等」と総称する。）に対

する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当

金相当額及びＢ種累積未払配当金相当額が第 1 順

位、Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金が第 2 順
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位、普通株主等に対する剰余金の配当が第 3 順位と

する。 

2.Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及び

普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種

種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に係る残

余財産の分配を第 1 順位、普通株式に係る残余財産

の分配を第2順位とする。 

3.当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う

額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配

を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順

位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために

必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の

配当又は残余財産の分配を行う。 

 

（新 設） 

（新 設） 

第2章の3 Ｂ種種類株式 

（Ｂ種優先配当金） 

第 11 条の 11 当会社は、ある事業年度中に属する日

を基準日として剰余金の配当をするときは、配当基

準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種種

類株式を有する株主（以下、「Ｂ種種類株主」とい

う。）又はＢ種種類株式の登録株式質権者（Ｂ種種類

株主と併せて以下、「Ｂ種種類株主等」という。）に

対し、第 11 条の 18 第 1 項に定める支払順位に従

い、Ｂ種種類株式 1 株につき、第 2 項に定める額の

金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＢ種種

類株式 1 株当たりに支払われる金銭を、以下、「Ｂ種

優先配当金」という。）を行う。なお、Ｂ種優先配当

金に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株

式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるとき

は、当該端数は切り捨てる。 

2.Ｂ種優先配当金の額は、100 万円（以下、本章にお

いて「払込金額相当額」という。）に、8.0％を乗じ

て算出した額の金銭について、当該配当基準日の属

する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が 2021

年 3 月末日に終了する事業年度に属する場合は、Ｂ

種種類株式の発行日）（同日を含む。）から当該配当

基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、

1 年を 365 日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合

は 366 日）として日割計算を行うものとする（除算

は最後に行い、円位未満小数第 2 位まで計算し、そ

の小数第 2 位を四捨五入する。）。但し、当該配当基

準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前

の日を基準日としてＢ種種類株主等に対し剰余金を

配当したときは、当該配当基準日に係るＢ種優先配

当金の額は、その各配当におけるＢ種優先配当金の

合計額を控除した金額とする。 

3.当会社は、Ｂ種種類株主等に対しては、Ｂ種優先
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配当金及びＢ種累積未払配当金相当額（第 4 項に定

める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但

し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社

法第 758 条第 8 号ロ若しくは同法第 760 条第 7 号ロ

に規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分

割手続の中で行われる同法第 763 条第 1 項第 12 号ロ

若しくは同法第 765 条第 1 項第 8 号ロに規定される

剰余金の配当についてはこの限りではない。 

4.ある事業年度に属する日を基準日としてＢ種種類

株主等に対して行われた 1 株当たりの剰余金の配当

（当該事業年度より前の各事業年度に係るＢ種優先

配当金につき本項に従い累積したＢ種累積未払配当

金相当額（以下に定義される。）の配当を除く。）の

総額が、当該事業年度に係るＢ種優先配当金の額

（当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当

が行われると仮定した場合において、第 2 項に従い

計算されるＢ種優先配当金の額をいう。但し、かか

る計算においては、第 2 項但書の規定は適用されな

いものとして計算するものとする。）に達しないとき

は、その不足額は、当該事業年度（以下、本項にお

いて「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の

事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事

業年度に係る定時株主総会（以下、本項において

「不足事業年度定時株主総会」という。）の翌日（同

日を含む。）から累積額がＢ種種類株主等に対して配

当される日（同日を含む。）までの間、不足事業年度

の翌事業年度以降の各事業年度において、年率 8.0％

の利率で、1 年毎（但し、1 年目は不足事業年度定時

株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事業年度の

翌事業年度の末日（同日を含む。）までとする。）の

複利計算により算出した金額を加算した金額とす

る。なお、当該計算は、1 年を 365 日（但し、当該事

業年度に閏日を含む場合は 366 日）とした日割計算

により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満

小数第 2 位まで計算し、その小数第 2 位を四捨五入

する。本項に従い累積する金額（以下、「Ｂ種累積未

払配当金相当額」という。）については、第 11 条の

18 第 1 項に定める支払順位に従い、Ｂ種種類株主等

に対して配当する。なお、かかる配当を行うＢ種累

積未払配当金相当額に、各Ｂ種種類株主等が権利を

有するＢ種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の

端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

 

（新 設） （残余財産の分配） 

第 11 条の 12 当会社は、残余財産を分配するとき

は、Ｂ種種類株主等に対し、第 11 条の 18 第 2 項に

定める支払順位に従い、Ｂ種種類株式 1 株につき、
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払込金額相当額に、Ｂ種累積未払配当金相当額及び

第 3 項に定める日割未払優先配当金額を加えた額

（以下、「Ｂ種残余財産分配額」という。）の金銭を

支払う。但し、本項においては、残余財産の分配が

行われる日（以下、本章において「分配日」とい

う。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該

配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる

時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準

日とする剰余金の配当は行われないものとみなして

Ｂ種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ｂ種

残余財産分配額に、各Ｂ種種類株主等が権利を有す

るＢ種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数

が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

2.Ｂ種種類株主等に対しては、前項に規定するほ

か、残余財産の分配は行わない。 

3.Ｂ種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額

は、分配日の属する事業年度において、分配日を基

準日としてＢ種優先配当金の支払がなされたと仮定

した場合に、第 11 条の 11 第 2 項に従い計算される

Ｂ種優先配当金相当額とする（以下、本章において

Ｂ種種類株式 1 株当たりの日割未払優先配当金額を

「日割未払優先配当金額」という。）。 

 

（新 設） （議決権） 

第 11 条の 13 Ｂ種種類株主は、法令に別段の定めの

ある場合を除き、株主総会において議決権を有しな

い。 

 

（新 設） （普通株式を対価とする取得請求権） 

第 11 条の 14 Ｂ種種類株主は、Ｂ種種類株式の発行

日以降いつでも、当会社に対して、第 2 項に定める

数の普通株式（以下、本項において「請求対象普通

株式」という。）の交付と引換えに、その有するＢ種

種類株式の全部又は一部を取得することを請求する

こと（以下、本章において「普通株式対価取得請

求」という。）ができるものとし、当会社は、当該普

通株式対価取得請求に係るＢ種種類株式を取得する

のと引換えに、法令の許容する範囲内において、請

求対象普通株式を、当該Ｂ種種類株主に対して交付

するものとする。 

2.Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式

の数は、Ｂ種種類株式 1 株当たりの払込金額相当額

並びにＢ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先

配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るＢ

種種類株式の数を乗じて得られる額を、第 3 項及び

第 4 項で定める取得価額で除して得られる数とす

る。なお、本条においては、日割未払優先配当金額
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の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請

求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配

当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に

係るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株

式の合計数に 1 株に満たない端数があるときは、こ

れを切り捨てるものとし、この場合においては、会

社法第 167 条第 3 項に定める金銭の交付は行わな

い。 

3.当初取得価額は(a)又は(b)のうち、いずれか大き

い価額とする。 

(a)390.3円 

(b) 2020 年 7 月 15 日に先立つ連続する 20 取引日及

び 2020 年 7 月 15 日の翌日以降連続する 20 取引日

（2020 年 7 月 15 日を含まない。）のＶＷＡＰの平均

値に 0.9 を乗じた価額（円位未満小数第 2 位まで算

出し、その小数第2位を四捨五入する。） 

なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会

社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、ＶＷ

ＡＰが発表されない日は含まないものとする。 

4.取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞ

れ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てを

する場合、次の算式により取得価額を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、次の算式における

「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行

済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する

普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は

「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点

で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ

読み替える。 

［算式］ 

調整後取得価額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝分割前発行済普通株式数 

Ｃ＝分割後発行済普通株式数 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日

又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌

日）以降これを適用する。 

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式

により、取得価額を調整する。 

［算式］ 

調整後取得価額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝併合前発行済普通株式数 

Ｃ＝併合後発行済普通株式数 
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調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以

降これを適用する。 

③下記(d)に定める普通株式 1 株当たりの時価を下回

る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保

有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての

場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若

しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。以下、本項において同じ。）の取得による

場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使によ

る場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により

普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以

下、本項において「取得価額調整式」という。）によ

り取得価額を調整する。取得価額調整式における「1

株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目

的とする場合には、当該財産の適正な評価額とす

る。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定め

た場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、ま

た株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該

基準日（以下、本項において「株主割当日」とい

う。）の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保

有する普通株式を処分する場合には、次の算式にお

ける「新たに発行する普通株式の数」は「処分する

当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有す

る普通株式の数」は「処分前において当会社が保有

する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

調整後取得価額＝Ａ×（Ｂ－Ｃ＋Ｄ×Ｅ÷Ｆ）÷

（Ｂ－Ｃ＋Ｄ） 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝発行済普通株式数 

Ｃ＝当会社が保有する普通株式の数 

Ｄ＝新たに発行する普通株式の数 

Ｅ＝1株当たり払込金額 

Ｆ＝普通株式1株当たりの時価 

④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取

得されることにより、下記(d)に定める普通株式 1 株

当たりの時価を下回る普通株式 1 株当たりの取得価

額をもって普通株式の交付を受けることができる株

式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合

を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定め

た場合には当該払込期間の最終日。以下、本④にお

いて同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力

が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた

場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、

また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処

分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株

式が交付されたものとみなし､取得価額調整式におい

て「1 株当たり払込金額」としてかかる価額を使用し
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て計算される額を、調整後取得価額とする。調整後

取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当て

の場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株

主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを

適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付さ

れる普通株式の対価が上記の時点で確定していない

場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点に

おいて発行又は処分される株式の全てが当該対価の

確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたも

のとみなして算出するものとし、当該対価が確定し

た日の翌日以降これを適用する。 

⑤行使することにより又は当会社に取得されること

により、普通株式 1 株当たりの新株予約権の払込価

額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金

銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財

産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同

じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式 1 株当た

りの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受

けることができる新株予約権を発行する場合（新株

予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約

権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはそ

の効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基

準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤におい

て同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使

され又は取得されて普通株式が交付されたものとみ

なし、取得価額調整式において「1 株当たり払込金

額」として普通株式 1 株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の

普通株式 1 株当たりの価額の合計額を使用して計算

される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価

額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株

予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の

翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日

以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又

は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の

時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、

当該対価の確定時点において発行される新株予約権

全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取

得されて普通株式が交付されたものとみなして算出

するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降こ

れを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整

は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、

執行役その他の役員又は従業員に対してストック・

オプション目的で発行される普通株式を目的とする

新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③
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のいずれかに該当する場合には、当会社はＢ種種類

株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並び

にその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他

必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に

行うものとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の

発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸

収分割による他の会社がその事業に関して有する権

利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のた

めに取得価額の調整を必要とするとき。 

②取得価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

③その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有

する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性

を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要

とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、

円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式 1 株当たり

の時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、取

得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が

提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表さ

れた場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連

続する 30 取引日のＶＷＡＰの平均値（円位未満小数

第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入す

る。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引

所において当会社の普通株式の普通取引が行われる

日をいい、ＶＷＡＰが発表されない日は含まないも

のとする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整

後取得価額と調整前取得価額との差額が 0.1 円未満

にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わな

い。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ

れて、その後の調整の計算において斟酌される。 

5.普通株式対価取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の

内一丁目4番5号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

6.普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得

請求に要する書類が前項に記載する普通株式対価取

得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載

された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生す

る。 
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（新 設） （金銭を対価とする取得条項） 

第 11 条の 15 当会社は、Ｂ種種類株式の発行日以降

いつでも、Ａ種種類株式の発行済株式（当会社が有

するものを除く。）が存しないときに限り、当会社の

取締役会が別に定める日（以下、本条において「金

銭対価償還日」という。）が到来することをもって、

Ｂ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の 20 取引

日（東京証券取引所において当会社の普通株式の普

通取引が行われる日をいう。）前までに書面による通

知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容す

る範囲内において、金銭を対価として、Ｂ種種類株

式の全部を取得することができる（以下、本条にお

いて「金銭対価償還」という。）ものとし、当会社

は、当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式を取得す

るのと引換えに、当該金銭対価償還に係るＢ種種類

株式の数に、(i)Ｂ種種類株式 1 株当たりの払込金額

相当額に 1.05 を乗じて得られる額並びに(ii)Ｂ種累

積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合

計額を乗じて得られる額の金銭を、Ｂ種種類株主に

対して交付するものとする。なお、本条において

は、日割未払優先配当金額の計算における「分配

日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、日割未払

優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係

るＢ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に 1

円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 

（新 設） （自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排

除） 

第 11 条の 16 当会社が株主総会の決議によってＢ種

種類株主との合意により当該Ｂ種種類株主の有する

Ｂ種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定す

る場合には、会社法第 160 条第 2 項及び第 3 項の規

定を適用しないものとする。 

 

（新 設） （株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

第 11 条の 17 当会社は、Ｂ種種類株式について株式

の分割又は併合を行わない。 

2.当会社は、Ｂ種種類株主には、募集株式の割当て

を受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。 

3.当会社は、Ｂ種種類株主には、株式無償割当て又

は新株予約権無償割当てを行わない。 

 

（新 設） （優先順位） 

第 11 条の 18 Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金
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相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当

額及び普通株主等に対する剰余金の配当の支払順位

は、Ａ種累積未払配当金相当額及びＢ種累積未払配

当金相当額が第 1 順位、Ａ種優先配当金及びＢ種優

先配当金が第 2 順位、普通株主等に対する剰余金の

配当が第3順位とする。 

2.Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及び

普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種

種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に係る残

余財産の分配を第 1 順位、普通株式に係る残余財産

の分配を第2順位とする。 

3.当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う

額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配

を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順

位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために

必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の

配当又は残余財産の分配を行う。 

 

（新 設） 

 

第 2章の 4 Ｃ種種類株式 

 

（新 設） （剰余金の配当） 

第11条の19 当会社は、Ｃ種種類株式を有する株主

（以下、「Ｃ種種類株主」という。）に対して、剰余

金の配当を行わない。 

 

（新 設） （残余財産の分配） 

第 11 条の 20 当会社は、残余財産を分配するとき

は、Ｃ種種類株主又はＣ種類株式の登録株式質権者

（Ｃ種種類株主と併せて以下、「Ｃ種種類株主等」と

いう。）に対し、第 11 条の 26 第 2 項に定める支払順

位に従い、Ｃ種種類株式 1 株につき、100 万円（以

下、本章において「払込金額相当額」という。）の金

銭を支払う。 

2.Ｃ種種類株主等に対しては、前項に規定するほ

か、残余財産の分配は行わない。 

 

（新 設） （議決権） 

第 11 条の 21 Ｃ種種類株主は、法令に別段の定めの

ある場合を除き、株主総会において議決権を有しな

い。 

 

（新 設） （普通株式を対価とする取得請求権） 

第 11 条の 22 Ｃ種種類株主は、Ｃ種種類株式の発行

日以降いつでも、当会社に対して、第 2 項に定める

数の普通株式（以下、本項において「請求対象普通

株式」という。）の交付と引換えに、その有するＣ種

種類株式の全部又は一部を取得することを請求する
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こと（以下、本章において「普通株式対価取得請

求」という。）ができるものとし、当会社は、当該普

通株式対価取得請求に係るＣ種種類株式を取得する

のと引換えに、法令の許容する範囲内において、請

求対象普通株式を、当該Ｃ種種類株主に対して交付

するものとする。 

2.Ｃ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式

の数は、Ｃ種種類株式 1 株当たりの払込金額相当額

に普通株式対価取得請求に係るＣ種種類株式の数を

乗じて得られる額を、第 3 項及び第 4 項で定める取

得価額で除して得られる数とする。また、普通株式

対価取得請求に係るＣ種種類株式の取得と引換えに

交付する普通株式の合計数に 1 株に満たない端数が

あるときは、これを切り捨てるものとし、この場合

においては、会社法第 167 条第 3 項に定める金銭の

交付は行わない。 

3.当初取得価額は390.3円とする。 

4.取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞ

れ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てを

する場合、次の算式により取得価額を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、次の算式における

「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行

済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する

普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は

「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点

で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ

読み替える。 

［算式］ 

調整後取得価額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝分割前発行済普通株式数 

Ｃ＝分割後発行済普通株式数 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日

又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌

日）以降これを適用する。 

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式

により、取得価額を調整する。 

［算式］ 

調整後取得価額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝併合前発行済普通株式数 

Ｃ＝併合後発行済普通株式数 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以

降これを適用する。 
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③下記(d)に定める普通株式 1 株当たりの時価を下回

る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保

有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての

場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若

しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。以下、本項において同じ。）の取得による

場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使によ

る場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により

普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以

下、本項において「取得価額調整式」という。）によ

り取得価額を調整する。取得価額調整式における「1

株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目

的とする場合には、当該財産の適正な評価額とす

る。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定め

た場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、ま

た株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該

基準日（以下、本項において「株主割当日」とい

う。）の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保

有する普通株式を処分する場合には、次の算式にお

ける「新たに発行する普通株式の数」は「処分する

当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有す

る普通株式の数」は「処分前において当会社が保有

する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

調整後取得価額＝Ａ×（Ｂ－Ｃ＋Ｄ×Ｅ÷Ｆ）÷

（Ｂ－Ｃ＋Ｄ） 

Ａ＝調整前取得価額 

Ｂ＝発行済普通株式数 

Ｃ＝当会社が保有する普通株式の数 

Ｄ＝新たに発行する普通株式の数 

Ｅ＝1株当たり払込金額 

Ｆ＝普通株式1株当たりの時価 

④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取

得されることにより、下記(d)に定める普通株式 1 株

当たりの時価を下回る普通株式 1 株当たりの取得価

額をもって普通株式の交付を受けることができる株

式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合

を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定め

た場合には当該払込期間の最終日。以下、本④にお

いて同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力

が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた

場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、

また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処

分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株

式が交付されたものとみなし､取得価額調整式におい

て「1 株当たり払込金額」としてかかる価額を使用し

て計算される額を、調整後取得価額とする。調整後

取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当て
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の場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株

主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを

適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付さ

れる普通株式の対価が上記の時点で確定していない

場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点に

おいて発行又は処分される株式の全てが当該対価の

確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたも

のとみなして算出するものとし、当該対価が確定し

た日の翌日以降これを適用する。 

⑤行使することにより又は当会社に取得されること

により、普通株式 1 株当たりの新株予約権の払込価

額と新株予約権の行使に際して出資される財産（金

銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財

産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同

じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式 1 株当た

りの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受

けることができる新株予約権を発行する場合（新株

予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約

権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはそ

の効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基

準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤におい

て同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使

され又は取得されて普通株式が交付されたものとみ

なし、取得価額調整式において「1 株当たり払込金

額」として普通株式 1 株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の

普通株式 1 株当たりの価額の合計額を使用して計算

される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価

額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株

予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の

翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日

以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又

は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の

時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、

当該対価の確定時点において発行される新株予約権

全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取

得されて普通株式が交付されたものとみなして算出

するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降こ

れを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整

は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、

執行役その他の役員又は従業員に対してストック・

オプション目的で発行される普通株式を目的とする

新株予約権には適用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③

のいずれかに該当する場合には、当会社はＣ種種類

株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並び
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にその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他

必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に

行うものとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の

発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸

収分割による他の会社がその事業に関して有する権

利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のた

めに取得価額の調整を必要とするとき。 

②取得価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

③その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有

する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性

を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要

とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、

円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式 1 株当たり

の時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、取

得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が

提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表さ

れた場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連

続する 30 取引日のＶＷＡＰの平均値（円位未満小数

第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を四捨五入す

る。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引

所において当会社の普通株式の普通取引が行われる

日をいい、ＶＷＡＰが発表されない日は含まないも

のとする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整

後取得価額と調整前取得価額との差額が 0.1 円未満

にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わな

い。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越さ

れて、その後の調整の計算において斟酌される。 

5.普通株式対価取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の

内一丁目4番5号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

6.普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得

請求に要する書類が前項に記載する普通株式対価取

得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載

された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生す

る。 

 

（新 設） （金銭を対価とする取得条項） 
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第 11 条の 23 当会社は、Ｃ種種類株式の発行日以降

いつでも、Ａ種種類株式又はＢ種種類株式の発行済

株式（当会社が有するものを除く。）が存しないとき

に限り、当会社の取締役会が別に定める日（以下、

本条において「金銭対価償還日」という。）が到来す

ることをもって、Ｃ種種類株主等に対して、金銭対

価償還日の 20 取引日（東京証券取引所において当会

社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。以下

同じ。）前までに書面による通知（撤回不能とす

る。）を行った上で、法令の許容する範囲内におい

て、金銭を対価として、Ｃ種種類株式の全部を取得

することができる（以下、本条において「金銭対価

償還」という。）ものとし、当会社は、当該金銭対価

償還に係るＣ種種類株式を取得するのと引換えに、

当該金銭対価償還に係るＣ種種類株式の数に、Ｃ種

種類株式 1 株当たりの払込金額相当額に下記に定め

る償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額

の金銭を、Ｃ種種類株主に対して交付するものとす

る。また、金銭対価償還に係るＣ種種類株式の取得

と引換えに交付する金銭に 1 円に満たない端数があ

るときは、これを切り捨てるものとする。 

本章において「償還係数」とは、金銭対価償還日が

以下の①乃至⑥のいずれの期間に属するかの区分に

応じて、以下の①乃至⑥に定める数値をいう。 

 

① Ｃ種種類株式の発行日の翌日から 2021 年 6

月 30日まで ：1.13 

② 2021 年 7月 1日から2022年 6月 30日まで

  ：1.25 

③ 2022 年 7月 1日から2023年 6月 30日まで

  ：1.37 

④ 2023 年 7月 1日から2024年 6月 30日まで

  ：1.51 

⑤ 2024 年 7月 1日から2025年 6月 30日まで

  ：1.66 又はパリティ係数のう

ち、いずれか大きい数値 

⑥ 2025年 7月 1日以降  

     ：1.80  

「パリティ係数」とは、次の算式により算出する。

但し、1.80を超えないものとする。 

 

1 ＋ [((a) ÷ (b)) － 1] 

(a) 金銭対価償還に係る通知の日の前取引日の東京

証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の

終値 

(b) 金銭対価償還日において有効な前条第 3 項及び

第4項で定める取得価額 



63 
 

 

（新 設） （自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排

除） 

第 11 条の 24 当会社が株主総会の決議によってＣ種

種類株主との合意により当該Ｃ種種類株主の有する

Ｃ種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定す

る場合には、会社法第 160 条第 2 項及び第 3 項の規

定を適用しないものとする。 

 

（新 設） （株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

第 11 条の 25 当会社は、Ｃ種種類株式について株式

の分割又は併合を行わない。 

2.当会社は、Ｃ種種類株主には、募集株式の割当て

を受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。 

3.当会社は、Ｃ種種類株主には、株式無償割当て又

は新株予約権無償割当てを行わない。 

 

（新 設） （優先順位） 

第 11 条の 26 Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金

相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当

額及び普通株主等に対する剰余金の配当の支払順位

は、Ａ種累積未払配当金相当額及びＢ種累積未払配

当金相当額が第 1 順位、Ａ種優先配当金及びＢ種優

先配当金が第 2 順位、普通株主等に対する剰余金の

配当が第3順位とする。 

2.Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式、Ｃ種種類株式及び

普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種

種類株式、Ｂ種種類株式及びＣ種種類株式に係る残

余財産の分配を第 1 順位、普通株式に係る残余財産

の分配を第2順位とする。 

3.当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う

額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配

を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順

位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために

必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の

配当又は残余財産の分配を行う。 

 

第 3章 株主総会 

第12条 

～      （条文省略） 

第16条 

第 3章 株主総会 

第12条 

～     （現行どおり） 

第16条 

 

（新 設） （種類株主総会） 

第 16 条の 2 第 11 条の規定は、定時株主総会と同日

に開催される種類株主総会にこれを準用する。 

2.第 12 条、第 13 条、第 14 条及び第 16 条の規定
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は、種類株主総会にこれを準用する。 

3.第 15 条の規定は、会社法第 324 条第 1 項の規定に

よる種類株主総会の決議にこれを準用する。 

 

第 4章 取締役、取締役会及び委員会 

第17条 

～      （条文省略） 

第28条 

第 4章 取締役、取締役会及び委員会 

第17条 

～     （現行どおり） 

第28条 

 

第 5章 執行役員及び執行役会 

 (選任及び執行役員会) 

第 29 条 当会社は取締役会の決議により執行役員を

置き、当会社の業務執行にあたらせることが出来

る。 

2.執行役員をもって、執行役員会を構成する。 

3.執行役員及び執行役員会に関する取決めについて

は、執行役員規定及び執行役員会規定による。 

 

第 5章 執行役員 

 (選任) 

第 29 条 当会社は取締役会の決議により執行役員を

置き、当会社の業務執行にあたらせることが出来

る。 

2.執行役員に関する取決めについては、執行役員規

定による。 

 

 

第 6章 監査等委員会 第6章 監査等委員会 

第30条 

～      （条文省略） 

第34条 

 

第 30条 

～      （現行どおり） 

第34条 

 

第 7章 会計監査人 第7章 会計監査人 

第35条 

～      （条文省略） 

第38条 

 

第 35条 

～      （現行どおり） 

第38条 

 

第 8章 計 算 

第 39条 

～      （条文省略） 

第41条 

第 8章 計 算 

第 39条 

～     （現行どおり） 

第41条 

 

附 則 

（条文省略） 

附 則 

（現行どおり） 

 


